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職員採用試験を実施　平成 31年４月１日採用予定

　加茂市職員採用試験（第１回、第２回、第３回）を次のとおり行います。
　受験申込書（履歴書）は市役所総務課人事係に用意してあるほか、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。皆さんの応募をお待ちしております。
※申し込みは下記のいずれかの試験日程のうちの１試験職種に限ります。

【加茂市職員採用試験　第１回】

【加茂市職員採用試験　第 2回】

【加茂市職員採用試験　第 3回】

試  験  職  種 採用予定人数 受　　検　　資　　格

一般事務職（上級） 若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

昭和 63 年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人。

昭和 63 年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人。

昭和 63 年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人。

土木技術職、建築技術職（各上級）

調理員（学校または保育所におけ
る給食調理）

昭和 63 年４月２日以降に生まれた人で、調理師免許取得者または平
成 31 年３月 31 日までに免許取得見込みの人。

月 日 当番医 ☎
７／22（日） 監物小児科医院 ５２－０８００

29（日） いからし小児科アレルギークリニック ５３－２２５０

８／５（日） ながば耳鼻咽喉科医院 ５３－０７５１

11（土・祝） 堀内医院 ５２－０９５３

第１次試験　▼一般事務職、調理員…教養試験、適性試験、作文試験
　　　　　　▼土木技術職、建築技術職…教養試験、専門試験、適性試験、作文試験
試　験　日　９月２日（日）　試験会場　市役所
受 付 期 間   ８月 17 日（金）まで　※受付は土・日曜日、祝日を除く午前８時 30 分～午後５時 15 分
第２次試験　第１次試験合格者に対し、面接試験を行います。

試　　　験　面接試験　試験日　９月９日（日）　試験会場　市役所
受 付 期 間　８月 24 日（金）まで　※受付は土・日曜日、祝日を除く午前８時 30 分～午後５時 15 分

土木技術職（上級）
昭和34年４月２日から昭和63年４月１日までに生まれた人で、大学、
短期大学若しくは専門学校において土木に関する課程を修めて卒業した
人または平成31年３月31日までに当該課程を修めて卒業見込みの人。

土木技術職、建築技術職（各上級）

第１次試験　教養試験、専門試験、適性試験、作文試験
試　験　日　10月 21日（日）
試 験 会 場　市役所
受 付 期 間　10月５日（金）まで
※受付は土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５時15分
第２次試験　第１次試験合格者に対し、面接試験を行います。

提出先・問い合わせ　総務課人事係（☎内線333）
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・行政相談　　市役所相談室１　　9：00～11：30
・心配ごと相談
　　　　　　　市役所相談室４　　9：00～16：00
・古典文学の集い・万葉集
　　　　　　　　　市立図書館　10：00から
・公証法律相談（社会福祉協議会☎52－6667へ
　予約）　　　市役所相談室３　13：00～15：00

・温水プール休館日

28
㈯
先負

・子ども映画鑑賞会「おじゃる丸　銀河がマロを
　呼んでいる」　 　市立図書館　14：00から

・民俗資料館休館日
・公民館・市民体育館休館日
・七谷、中央、上条、下条、須田コミセン休館日

・読もう、語ろうイギリス文学
　　　　　　　　　市立図書館　10：00から
・読　書　会　　　市立図書館　13：30から

　休日当番医　ながば耳鼻咽喉科医院
 　　　　　　☎５３－０７５１ 　9：00～17：00
・総体　野球（中学生の部）
　　　　　　　七谷野球場ほか　 8：00から
・民俗資料館休館日

・心配ごと相談　上町コミセン　 9：00～12：00
・司法書士による無料法律相談（予約は前日まで
　に☎47－1882へ／司法書士会三条支部相談員：
　加藤笑さん）　上町コミセン　 9：00～12：00
・映画鑑賞会（一般）「独裁者」
　　　　　　　　　市立図書館　14：00から
・民俗資料館休館日

・チリメンモンスターをさがそう！（7／20～31
　に市立図書館☎53－3500へ要申し込み）
　 市立図書館　10：00～12：00、13：30～15：30

・心配ごと相談
　　　　　　　市役所相談室４　 9：00～16：00

夏
期
巡
回
ラ
ジ
オ
体
操
・

　
　
　
　
　
　み
ん
な
の
体
操
会

　臨
時
駐
車
場
か
ら
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
運
行

　
８
月
６
日
（
月
）
午
前
６
時
か
ら
陸

上
競
技
場
（
雨
天
時
は
勤
労
者
体
育
セ

ン
タ
ー
）
で
「
夏
期
巡
回
ラ
ジ
オ
体

操
・
み
ん
な
の
体
操
会
（
６
時
30
分
か

ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
第
１
で
全
国
生
放

送
）
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
み
ん
な
で
ラ
ジ
オ
体
操
に
参
加
し
て
、
元
気
に
体
を
動
か

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
な
お
、
会
場
周
辺
は
駐
車
場
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
左

表
の
と
お
り
臨
時
駐
車
場
を
設
け
、
そ
こ
か
ら
シ
ャ
ト
ル
バ

ス
を
運
行
し
ま
す
。
会
場
へ
は
、
で
き
る
だ
け
シ
ャ
ト
ル
バ

ス
を
ご
利
用
に
な
る
か
、
徒
歩
ま
た
は
自
転
車
で
、
ご
来
場

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　休日当番医
　　いからし小児科アレルギークリニック
 　　　　　　☎５３－２２５０ 　9：00～17：00
・総体　野球（一般、壮年の部）
　　　　　　　七谷野球場ほか　 8：00から
　　　　水泳　　　市民プール　 8：30から
・民俗資料館休館日

・温水プール休館日

・民俗資料館休館日
・七谷、中央、上条、下条、須田コミセン休館日

7月・8月

23
仏滅

7月

㈪

1
先勝

8月

㈬

※発車時刻は混雑の度合いや進行状況により前後す
ることがありますのでご了承ください（満員になっ
た場合、時刻前でも発車します）。

問い合わせ　勤労者体育センター内社会体育係（☎
53－2206）

　　 臨時
　　 駐車場
発車
予定時刻

会　場　行 5:20 5:15 5:20 5:30 5:20 5:15 5:15

臨時駐車場
行

須
田

　
小
学
校

須
田

　
中
学
校

加
茂

　
市
役
所

温
水

　
プ

ル

下
条
体
育

セ
ン
タ

加
茂

美
人
の
湯

七
谷

　
中
学
校

ラジオ体操生放送終了後
6:50 ころ

ラジオ体操ポイントレッスン終了後
7:30 ころ

臨時駐車場からのシャトルバス時刻表
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な
が
い
き
ス
ト
リ
ー
ト
逸
品
フ
ェ

ア
で
ア
ー
ケ
ー
ド
に
掲
示
（
10
月
１

日
〜
11
月
４
日
）
す
る
川
柳
を
募
集

し
ま
す
。

　
句
題
は
「
な
が
い
き
」
で
す
。

　
秘
訣
や
希
望
な
ど
「
な
が
い
き
」

に
ま
つ
わ
る
言
葉
を
、
５
・
７
・

５
に
ま
と
め
て
応
募
し
て
く
だ
さ

い
。

応
募
方
法
　
１
人
２
句
以
内
。
は
が

き
裏
面
に
必
要
事
項
を
楷
書
で
記
入

し
、
ご
応
募
く
だ
さ
い
（
フ
ァ
ッ
ク

ス
、
持
参
も
可
）
。

必
要
事
項
　
投
稿
句
、
郵
便
番
号
、

住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
、
年

齢
、
電
話
番
号

申
し
込
み
　
８
月
19
日
（
日
）
ま
で

に
加
茂
市
商
店
街
協
同
組
合
（
〒

959

－

１
３
５
１
仲
町
１

－

34
、
☎

52

－

０
７
７
５
、
℻
53

－

３
４
３

４
）※

入
賞
者
に
は
加
茂
市
商
店
街

共
通
商
品
券
を
進
呈
。

し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
新
潟
県
福
祉
保
健

部
障
害
福
祉
課
地
域
生
活
支
援
係

（
☎
025

－

280

－

５
２
１
２
）

　
初
め
て
で
も
気
軽
に
楽
し
く
学
べ

る
手
話
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　
親
子
で
い
っ
し
ょ
に
参
加
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

日
　
時
　
８
月
８
日
（
水
）
午
前
10

時
〜
正
午

会
　
場
　
公
民
館
第
４
研
修
室

対
　
象
　
小
学
生
（
保
護
者
の
同
伴

が
必
須
）

定

　員
　
親
子
15
組
（
先
着
順
）

受
講
料
　
無
料

申
し
込
み
　
７
月
30
日
（
月
）
ま
で

に
新
潟
県
福
祉
保
健
部
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

読
も
う
語
ろ
う
イ
ギ
リ
ス
文
学

　
　「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
を
題
材
に

７
月
26
日
（
木
）
か
ら
市
立
図
書
館
の
英
文
学
講
座
で
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
を
始
め
ま
す
。
い
っ
し
ょ
に
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

開
催
日
　
第
２
・
４
木
曜
日
、
午
前
10
時
〜
正
午
　
講
　
師
　
戸
恒
三
恵
子
さ
ん
　
問
い
合
わ
せ
　
市
立
図
書
館
（
☎
53

－

３
５
０
０
）

　
カ
ラ
オ
ケ

大
会
一
般
部

門
で
は
40
人

（
組
）
程
度
、

加
茂
川
ブ

ル
ー
ス
・
加

茂
川
慕
情
全

国
大
会
部
門

で
は
各
15
人

程
度
を
募
集
し
ま
す
。

　
毎
年
行
わ
れ
る
加
茂
川
ブ
ル
ー

ス
・
加
茂
川
慕
情
全
国
大
会
に
は
、

県
内
各
地
か
ら
極
め
て
レ
ベ
ル
の
高

い
方
が
参
加
し
て
お
り
ま
す
。

　
今
大
会
に
も
多
数
の
皆
様
の
ご
応

募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日
　
時
　
10
月
８
日
（
月
・
祝
）
正

午
開
演

審
査
員
　
山
岸
之
起
先
生

出
場
料
　
１
人
４
千
円
（
申
し
込
み

時
に
納
入
）

出
場
資
格
　
▼
一
般
部
門
（
楽
曲
自

由
）　
16
歳
以
上
の
加
茂
市
・
田
上

町
在
住
、
ま
た
は
加
茂
市
に
通
勤
通

学
し
て
い
る
人
。

▼
加
茂
川
ブ
ル
ー
ス
・
加
茂
川
慕
情

全
国
大
会
部
門
　
16
歳
以
上
の
人

（
加
茂
市
以
外
の
人
で
も
可
）。

そ
の
他
　
加
茂
川
ブ
ル
ー
ス
・
加
茂

川
慕
情
の
Ｃ
Ｄ
や
テ
ー
プ
は
、
商
工

観
光
課
、
文
化
会
館
等
で
発
売
中
。

申
し
込
み
　
８
月
１
日（
水
）午
前
９

時
〜
31
日
（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に

文
化
会
館
（
☎
53

－

０
８
４
２
）
へ
。

※

定
員
に
な
り
し
だ
い
締
め
切
り

第
37
回
市
民
カ
ラ
オ
ケ
大
会

第
13
回
加
茂
川
ブ
ル
ー
ス
・
加
茂
川
慕
情

　
　
　
　
　
　全
国
大
会

　出
場
者
を
募
集

　
所
得
が
少
な
い
等
の
理
由
で
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
の

た
め
に
、
申
請
し
承
認
さ
れ
る
と
保

険
料
の
納
付
が
免
除
、
猶
予
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
免
除
制
度
　
全
額
免
除
と
一

部
納
付
（
４
分
の
１
、
半
額
、
４
分

の
３
納
付
）
の
制
度
。

納
付
猶
予
制
度
　
50
歳
未
満
が
対
象

の
納
付
猶
予
制
度
、
学
生
対
象
の
学

生
納
付
特
例
制
度
。

　
い
ず
れ
の
制
度
も
原
則
と
し
て
、

前
年
所
得
を
基
準
と
し
て
審
査
さ
れ

ま
す
が
、
退
職
（
失
業
）
等
の
理
由

で
承
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
承
認
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
た
め
に
必
要
な
資
格
要
件（
受

給
資
格
期
間
）に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
10
年
以
内
に
免
除
期
間

の
保
険
料
を
追
納
し
な
い
と
、
年
金

額
は
通
常
に
収
め
た
分
に
比
べ
減
額

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
納
付
猶
予
期
間

は
追
納
し
な
い
限
り
年
金
額
に
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
。

年
度
ご
と
に
申
請

　
免
除
制
度
の
承
認
期
間
は
７
月
〜

翌
年
６
月
ま
で
が
１
年
度
で
す
。
今

ま
で
免
除
申
請
を
行
い
、
引
き
続
き

７
月
以
降
も
免
除
を
希
望
す
る
人
は

再
度
手
続
き
が
必
要
で
す
（
年
金
事

務
所
か
ら
「
継
続
審
査
申
出
受
付
済

み
」
の
通
知
が
あ
っ
た
人
は
不
要
）。

　
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
失
業
中
の
人

は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

離
職
票
の
写
し
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
申
請
日
か
ら
２
年
１
か
月

前
の
月
分
ま
で
遡
及
し
て
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
経
済

的
に
困
難
に
な
っ
た
も
の
の
、
申
請

を
忘
れ
て
い
た
た
め
に
未
納
期
間
が

あ
る
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
国
民
年
金
係

（
☎
内
線
113
）

国
民
年
金

保
険
料
免
除
制
度

　
図
書
館
内
で
学
力
向
上
の
た
め
の

勉
強
を
す
る
方
々
の
た
め
、
夏
休
み

中
の
休
館
日
（
月
曜
日
等
）
を
開
館

し
ま
す
。

臨
時
開
館
日
　
７
月
23
日
（
月
）、

30
日
（
月
）、
８
月
６
日
（
月
）、

11
日
（
土
・
祝
）、
13
日
（
月
）、

20
日
（
月
）、
27
日
（
月
）

※

８
月
13
日
は
午
後
５
時
閉
館
。

開
館
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
６
時

利
用
で
き
る
場
所
　
１
階
閲
覧
室
と

２
階
学
習
室

※

学
生
、
生
徒
だ
け
で
な
く
、
一
般

の
人
も
利
用
で
き
ま
す
。
　

問
い
合
わ
せ
　
市
立
図
書
館
（
☎

53

－

３
５
０
０
）

市
立
図
書
館

夏
休
み
中
の

　
　
臨
時
開
館

夏休み親子講座
親子で
　学ぼう！手話

ながいき川柳
　句題「ながいき」

　
第
２
・
４
木
曜
日
、
午
前

額
は
通
常
に
収
め
た
分
に
比
べ
減
額

保
険
料
免
除
制
度

（http://w
w
w
.pref.ni

igata.lg.jp/fukushi/

）
か
ら
申
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サマージャンボ宝くじ
　8月 3日（金）まで発売中

県内で購入された宝くじの交付金は市町村に分配され、明るく住みよいまちづくりに使
われています。宝くじは市内で買いましょう！

　市では、住民サービスの向上と事務処理の効率化を図るために、コンピュータを導入し、
住民票や各種証明などを機械で処理しています。
　コンピュータ処理により生じる個人の権利利益の保護を目的とする、「加茂市電子計算機
処理に係る個人情報の保護に関する条例」に基づき、現在、市がどのような業務をコンピ
ュータで処理しているかを公表します。
　市民の皆さんは、コンピュータに入っている自分の情報を開示請求（住民記録や税情報など、ほかに閲覧や通知書な
どで知ることができるものは除く）により知ることができます。
　個人情報についての問い合わせは、企画財政課企画調整係（☎内線 314）へ。

業 務 の 名 称 主 管 課 主な記録項目

住 民 記 録
異動年月日、前住所、本籍、国民健康保険、後期高齢者医
療、介護保険、国民年金、児童手当、選挙、印鑑、住民票
コード、個人番号

国 民 年 金 年金種別、資格、拠出年金、福祉年金
選 挙 管 理 総 務 課 転出先住所、異動年月日、投票区、投票所
市 県 民 税 申告区分、所得、所得控除、税額
収 税 消 込 税目、年度、通知書番号、年税額、期別税額、納付年月日
軽 自 動 車 税 車種、標識番号、車台番号、排気量、取得日、廃車日、税額
固 定 資 産 税 ・
都 市 計 画 税

所在地、地目、地積、家屋構造、床面積、建築年、償却資
産、耐用年数、税額

口 座 振 替 金融機関コード、口座番号、口座名義人
国 民 健 康 保 険 税 所得、資産税額、被保険者数、軽減、異動年月日、税額
介 護 保 険 料 所得、市民税額、基礎年金番号、異動年月日、保険料
国民健康保険（給付） 資格
後 期 高 齢 者 医 療 資格
医 療 費 助 成 受給者に関する項目
住 民 健 康 管 理 検査年月日、検査結果、予防接種年月日・結果
児 童 手 当 被用区分、支給金額記録、口座番号、口座名義人

保 育 料 保育所名、保育実施、保育料、金融機関コード、口座番号、
口座名義人、税額

老 人 福 祉 敬老会対象者に関する項目
身 体 障 害 者 等 福 祉 障害種別、障害等級、障害福祉サービス受給者に関する項目
母 子 父 子 福 祉 所得額、支給金額記録、口座番号、口座名義人
生 活 保 護 受給者に関する項目

下水道負担金・使用料 下 水 道 課 所在地、地積、地目、負担金額、決定年度、使用料、汚水量、使用開始日付、金融機関コード、口座番号、口座名義人
社 会 教 育 関 係 公 民 館 成人式該当者に関する項目
学 校 教 育 関 係 学 校 教 育 課 就学児童・生徒に関する項目
農 地 台 帳 農業委員会事務局 地目別経営面積、借地・貸付地項目、農業者年金加入状況
生 産 調 整 推 進 対 策 農 林 課 生産調整に関する項目
債 権 者 登 録 金融機関コード、口座種別、口座番号、口座名義人
源 泉 徴 収 票 発 行 個人番号

水 道 料 金 計 算 水 道 局 使用水量、メーター口径、水道料金、金融機関コード、口座番号、口座名義人、納付年月日

公 営 住 宅 建 設 課 団地名、住宅番号、入居年月日、家賃、金融機関コード、口座番号、口座名義人

介 護 保 険 加茂市介護・看護支 援 セ ン タ ー 要介護度

犬 の 登 録 管 理 環 境 課
登録年度、登録番号、登録日付、所有者の住所、所有者氏
名、電話番号、犬の種類、犬の生年月日、毛色、犬の性別、
犬の名前、予防注射の実施記録

市 民 課

税 務 課

健 康 課

福 祉 事 務 所

会 計 課

コンピュータ処理による個人情報の記録項目

※このほか各業務には、住所、氏名、性別、生年月日などの基本的な項目が記録されています。

税 理 士 会
無料税務相談

日　時　８月１日（水）、22 日（水）の午前 10 時～正午　会　場　税理士会三条支部事務所（三条市旭町）
内　容　税金に関すること全般　予約・問い合わせ　前日までに税理士会三条支部（☎33－0380）

もうすぐ夏休み
子どもたちを
水の事故から守ろう

　
毎
年
夏
に
な
る
と
水
の
事
故
が
増

加
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
安
全
に

楽
し
く
夏
を
過
ご
せ
る
よ
う
、
事
故

防
止
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

水
難
事
故
を
防
止
す
る
ポ
イ
ン
ト

❶
幼
い
子
ど
も
か
ら
目
を
離
さ
な

い
。
子
ど
も
だ
け
で
水
辺
で
遊
ば
せ

な
い
。

❷
泳
ぐ
と
き
は
準
備
体
操
を
し
、
定

期
的
に
休
憩
を
と
る
。

❸
危
険
と
思
わ
れ
る
場
所
や
、
遊
泳

禁
止
区
域
で
は
泳
が
な
い
。

❹
で
き
る
だ
け
１
人
で
は
泳
が
な

い
。

河
川
の
水
難
事
故
防
止
に
つ
い
て

❶
１
人
で
遊
ば
ず
、
必
ず
複
数
で
遊

び
ま
し
ょ
う
。

❷
サ
ン
ダ
ル
は
脱
げ
や
す
い
か
ら
危

険
で
す
。

　
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ュ
ー
ズ
な
ど
、
濡

れ
て
も
脱
げ
に
く
い
靴
を
履
き
ま
し

ょ
う
。

❸
川
の
水
が
急
に
増
え
る
次
の
サ
イ

ン
に
注
意
す
る
。

▼
水
の
流
れ
て
く
る
方
向
の
空
に
黒

い
雲
が
見
え
る

▼
落
ち
葉
や
流
木
、
ゴ
ミ
が
流
れ
て

き
た

▼
雷
が
鳴
り
始
め
た

▼
雨
が
降
り
始
め
た

も
し
水
難
事
故
が
発
生
し
た
ら

❶
近
く
の
人
に
助
け
を
求
め
、
消
防

署
な
ど
に
救
助
を
要
請
し
ま
し
ょ
う
。

❷
泳
い
で
助
け
に
行
く
の
は
最
後
の

手
段
で
す
。

　
単
独
で
助
け
に
行
く
の
は
自
分
ま

で
お
ぼ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
の

で
、
背
が
立
つ
と
こ
ろ
以
外
の
場
所

で
は
不
用
意
に
飛
び
込
ま
ず
、
周
囲

の
人
と
協
力
し
、
浮
き
輪
や
竿
、
ロ

ー
プ
な
ど
を
使
っ
て
救
助
を
行
い
ま

し
ょ
う
。

も
し
も
に
備
え
て
救
命
講
習
受
講

　
消
防
署
で
は
、
救
命
講
習
受
講
の

申
し
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
も
し
も
の
場
合
に
迅
速
に
対
応
で

き
る
よ
う
、
救
命
講
習
を
受
講
し

て
、
応
急
手
当
の
技
術
を
習
得
し
ま

し
ょ
う
。

■
楽
し
く
花
火
を

す
る
た
め
に

　
花
火
の
と
き
は

次
の
こ
と
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

❶
子
ど
も
だ
け
で
の
花
火
は
危
険
で

す
。
大
人
が
し
っ
か
り
見
て
い
ま
し

ょ
う
。

❷
花
火
を
人
に
向
け
た
り
、
燃
え
や

す
い
物
の
近
く
で
の
花
火
は
や
め
る
。

❸
水
の
入
っ
た
バ
ケ
ツ
を
準
備
し
、

❶
調
理
中
は
、
そ
の
場
を
絶
対
離
れ

な
い
　

　
も
し
、
そ
の
場
を
離
れ
る
と
き
は

必
ず
火
を
消
し
て
く
だ
さ
い
。

❷
コ
ン
ロ
や
そ
の
周
囲
は
き
れ
い
に

　
油
汚
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く

と
、
コ
ン
ロ
の
火
が
燃
え
移
る
危
険

が
あ
り
ま
す
。

　
特
に
グ
リ
ル
内
に
肉
や
魚
の
油
が

た
ま
っ
た
ま
ま
で
は
危
険
で
す
。

　
コ
ン
ロ
や
そ
の
周
り
は
、
い
つ
も

　
調
理
の
と
き
に

欠
か
せ
な
い
「
コ

ン
ロ
」。

　
正
し
く
使
っ
て

コ
ン
ロ
火
災
を
防

ぎ
ま
し
ょ
う
。

き
れ
い
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。

❸
電
磁
調
理
器
も
「
絶
対
に
安
全
」

で
は
あ
り
ま
せ
ん

　
電
磁
調
理
器
（
Ｉ
Ｈ
）
コ
ン
ロ

は
、
火
を
使
わ
な
い
の
で
絶
対
に
安

全
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
誤
っ

た
使
い
方
や
対
応
機
器
以
外
の
調
理

器
具
を
使
う
と
、
火
災
が
起
こ
る
恐

れ
が
あ
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
加
茂
地
域
消
防
署
・

予
防
課
（
☎
52

－

１
７
７
０
）

日
　
時
　
８
月

11
日
（
土
・

祝
）
午
後
７
時

キ
ッ
ク
オ
フ

会
　
場
　
デ
ン

カ
ビ
ッ
グ
ス
ワ

ン
ス
タ
ジ
ア
ム

席
　
種
（
予

定
）
　
自
由
席

応
募
方
法
　
▼
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な

ど
の
場
合

　
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
（
下

図
）
か
ら
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

応
募
期
限
　
８
月
10
日
（
金
）

▼
往
復
は
が
き
の
場
合
　
往
信
用
裏

面
に
❶
住
所
❷
氏
名
❸
生
年
月
日
❹

電
話
番
号
❺
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
お

持
ち
の
人
）
❻
観
戦
希
望
試
合
（
栃

木
戦
）
と
チ
ケ
ッ
ト
の
希
望
枚
数

（
４
枚
ま
で
）
を
返
信
用
表
面
に
返

信
先
（
自
分
の
住
所
・
氏
名
）
を
記

入
し
郵
送
す
る
（
応
募
は
１
世
帯
に

つ
き
１
通
限
り
有
効
）
。

　
招
待
の
可
否
と
チ
ケ
ッ
ト
引
換
方

法
は
、
返
信
用
は
が
き
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
（
応
募
期
限
翌
週
に
郵
送
予

定
）
。

あ
て
先
　
〒
950

－

０
９
５
４
新
潟
市

中
央
区
美
咲
町
２

－

１

－

10
ア
ル
ビ

レ
ッ
ク
ス
新
潟
後
援
会
「
試
合
観
戦

ご
招
待
」
係

応
募
期
限
　
８
月
１
日
（
水
）
必
着

問
い
合
わ
せ
　
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟

後
援
会
（
☎
025

－

282

－

０
０
１
１
）

使
い
終
わ
っ
た
花
火
の
火
は
消
す
。

や
け
ど
を
し
た
場
合

❶
す
ぐ
に
患
部
に
水
道
水
を
か
け
、

10
分
〜
30
分
間
冷
や
し
ま
し
ょ
う
。

　
服
の
上
か
ら
や
け
ど
を
し
た
場
合

は
、
無
理
に
脱
が
さ
ず
直
接
水
を
か

け
ま
し
ょ
う
。

❷
病
院
へ
行
く
場
合
は
、
ガ
ー
ゼ
や

清
潔
な
タ
オ
ル
な
ど
で
患
部
を
包

み
、
何
も
塗
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
水
泡
が
あ
る
場
合
は
、
破

ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

❸
自
宅
で
処
置
で
き
る
軽
度
な
や
け

ど
は
消
毒
な
ど
を
行
い
、
痛
み
が
な

く
な
る
ま
で
包
帯
な
ど
の
上
か
ら
冷

や
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
　
加
茂
地
域
消
防
署

（
☎
52

－

１
７
７
０
）

あ
な
た
の
注
意
で
防
げ
る

　
　
　
　コ
ン
ロ
火
災

ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟

　
　
　
　
対
　
栃
木
Ｓ
Ｃ

加
茂
市
の
皆
様
　
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス

新
潟
の
試
合
に
無
料
ご
招
待

人口のうごき　 7 月１日現在
世　帯　　　　 10,276（－　4）
人　口　　　　 27,408（－28）
　男　　　　　 13,324（－ 6）
　女　　　　　 14,084（－22）
　　　（　）内は前月比　

　　　　（6月異動分）
出　生　13 （男　 7　女　 6）
死　亡　35（男　11   女　24）
転　出　44 　　  転　入　38

８
月
３
日 

司
法
書
士
の
日

　
　
　
各
事
務
所
で
無
料
相
談

不
動
産
の
相
続
や
売
買
、
登
記
、
会
社
の
登
記
、
借
金
に
関
す
る
こ
と
、
そ
の
他
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
な
ど
の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

日
時
・
会
場
　
８
月
３
日
（
金
）
に
県
内
各
司
法
書
士
事
務
所
の
営
業
時
間
内
に
実
施
。
　
問
い
合
わ
せ
　
県
司
法
書
士
会
（
☎
025

－

244

－

５
１
２
１
）
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高
額
療
養
費
に
つ
い
て

国保からのお知らせ
　国民健康保険（国保）は、病気やけがのときに安心して受診できるように、日ごろから収入に応じ
てお金（国保税）を出し合い、みんなで助け合う制度です。国保は医療保険のひとつとして新潟県が
主体となり運営し、職場の健康保険に加入している人とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入し
ている人、生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国保に加入します。

保険証 ８月から
　　ベージュ色

　
国
保
の
保
険
証
（
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
）
を
８
月
に
更
新
し
ま

す
。
新
し
い
保
険
証
は
「
ベ
ー
ジ
ュ

色
」
で
す
。

　
世
帯
の
分
を
ま
と
め
て
世
帯
主
宛

て
に
郵
送
し
ま
す
の
で
内
容
を
確
認

し
て
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
資
格
が
な
く
な
っ
た
ら
届
け
出
を

　
職
場
の
保
険
に
加
入
し
た
と
き
や

他
の
市
町
村
へ
転
出
す
る
場
合
は
、

必
ず
届
け
出
て
保
険
証
を
返
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
学
生
の
場
合

　
市
外
に
住
所
を
移
し
て
い
る
学
生

は
特
例
で
加
茂
市
か
ら
国
保
の
保
険

証
を
交
付
し
ま
す
。

　
在
学
証
明
書
か
学
生
証
の
写
し
を

添
付
し
、
市
民
課
の
窓
口
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

■
保
険
証
の
有
効
期
限
　
通
常
、
保

険
証
の
有
効
期
限
は
毎
年
７
月
31
日

で
す
が
、
次
の
場
合
は
有
効
期
限
が

別
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
退
職
者
医
療
対
象
者
は
64
歳
ま
で

　
退
職
者
医
療
制
度
に
該
当
し
て
い

る
人
と
そ
の
被
扶
養
者
で
、
65
歳
に

な
る
人
の
保
険
証
は
、
有
効
期
限
が

誕
生
月
の
月
末
ま
で
で
す
。

　
対
象
者
に
は
、
有
効
期
限
が
切
れ

る
前
に
一
般
の
保
険
証
を
お
届
け
し

ま
す
。

▼
70
歳
に
な
る
人
に
は
兼
高
齢
受
給

者
証

　
新
た
に
70
歳
に
な
る
人
の
保
険
証

は
、
有
効
期
限
が
誕
生
月
の
月
末

（
１
日
生
ま
れ
の
人
は
前
月
末
）
ま

で
で
す
。

　
対
象
者
に
は
、
有
効
期
限
が
切
れ

る
前
に
一
部
負
担
金
の
割
合
が
記
載

さ
れ
た
新
し
い
保
険
証
（
兼
高
齢
受

給
者
証
）
を
お
届
け
し
ま
す
。

▼
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
後
期
高
齢

者
医
療
制
度

　
新
た
に
75
歳
に
達
す
る
人
の
保
険

証
の
有
効
期
限
は
誕
生
日
の
前
日
ま

で
で
す
。

　
75
歳
に
な
る
と
「
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
」
に
加
入
す
る
の
で
、
75
歳

の
誕
生
日
ま
で
に
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
保
険
証
を
お
届
け
し
ま
す
。

■
70
歳
未
満
の
高
額
療
養
費

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
の
医
療

費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
に
、
一
つ

の
医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支
払
い

は
、
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度

額
（
表
１
）
ま
で
で
済
む
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
高
額
療
養
費
の
限
度
額
は
所
得
に

よ
っ
て
複
数
の
区
分
が
あ
り
ま
す

が
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
そ
の
区
分

に
応
じ
た
限
度
額
を
適
用
さ
せ
る
た

め
に
は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
が

必
要
で
す
。

　
入
院
や
通
院
で
自
己
負
担
が
高
額

に
な
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
健
康

問い合わせ　健康課国民健康保険係（☎52－0080 内線 163）問い合わせ　健康課国民健康保険係（☎52－0080 内線 163）

状　況 持ってくるもの
他市町村から転入してきた 転出証明書
退職や認定取消などで他の健康
保険をやめた 健保などの資格等喪失連絡票

子どもが生まれた 母子健康手帳
生活保護を受けなくなった 保護廃止連絡票
他市町村へ転出する 保険証
他の健康保険に加入した 国保と健保などの保険証
死亡した 保険証
生活保護を受けた 保険証、保護開始連絡票
退職者医療制度に該当になった 年金証書、保険証
住所、世帯主、氏名などが変
わった 保険証

保険証をなくした 本人確認できるもの（代理人の
場合は郵送）

保険証の内容訂正または汚れた 保険証
修学のため他市町村へ行く 保険証、在学の証明書

こんなときは14日以内に市民課へ届け出ください

国
保
に
加
入

国
保
脱
退

そ
の
他

※届け出のときは、個人番号（マイナンバー）が分かる書類を持っ
てきてください。

上位所得世帯※2
総所得金額901万円以上

252,600円＋（総医療費－
842,000円）×１％ 140,100円

上位所得世帯
同600万円～901万円

167,400円＋（総医療費－
558,000円）×１％ 93,000円

一般世帯
同210万円～600万円

80,100円＋（総医療費－
267,000円）×１％ 44,400円

一般世帯　同210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

表１　　高額療養費　70歳未満（月額）
　　　　　　　  　回数
所得区分 ３回目まで ４回目

以降※1

※１　過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が４回以上
あった場合の４回目以降の限度額。
※２　所得の申告がない場合も上位所得世帯（総所得金額901万円以
上）とみなされます。総所得金額は「基礎控除後の総所得金額等」。

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
（
加
害

者
）
か
ら
受
け
た
傷
害
に
よ
る
医
療

費
は
、
原
則
と
し
て
加
害
者
が
負
担

す
べ
き
も
の
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
負
担
（
弁
償
）
が

不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
遅
れ
た
り
す

る
場
合
に
は
、
国
保
や
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
保
険
証
を
使
っ
て
治
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
医
療
費
を
医
療
保
険

が
一
時
的
に
立
て
替
え
、
あ
と
か
ら

加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

　
保
険
証
を
使
い
交
通
事
故
な
ど
の

け
が
の
治
療
を
受
け
る
と
き
は
「
第

三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

■
届
け
出
の
際
の
注
意

・
加
害
者
の
住
所
、
氏
名
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
の
加
入
の
有
無

を
確
認
し
て
お
く
。

・
交
通
事
故
証
明
書
を
取
り
寄
せ
る
。

・
保
険
証
と
印
鑑
を
持
参
す
る
。

■
事
故
に
遭
っ
た
と
き
は

・
軽
い
け
が
だ
と
思
っ
て
も
、
必
ず

警
察
へ
届
け
る
。

・
免
許
証
、
車
検
証
、
保
険
証
な
ど

で
相
手
を
確
認
す
る
。

・
自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
を
控
え
る
。

・
示
談
を
す
る
前
に
健
康
課
国
民
健

康
保
険
係
へ
相
談
す
る
（
加
害
者
か

ら
治
療
費
を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談

を
済
ま
せ
る
と
保
険
証
は
使
え
ま
せ

ん
）。

交通事故に
 遭ったら届け出

保
険
証
は
８
月
か
ら
桃
色

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証

が
更
新
さ
れ
ま
す
。

　
８
月
か
ら
の
保
険
証
は
「
桃
色
」

で
、
個
人
宛
て
に
郵
送
し
ま
す
。

▼
後
期
高
齢
者
の
人
間
ド
ッ
ク
助
成

　
後
期
高
齢
者
の
人
間
ド
ッ
ク
費
用

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

対
　
象
　
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
人
間
ド

ッ
ク
を
受
診
し
た
人
で
、
受
診
時
に

後
期
高
齢
で
あ
る
人
。

助
成
金
額
　
１
万
円
（
上
限
）

助
成
申
請
に
必
要
な
も
の

❶
申
請
書
（
健
康
課
窓
口
に
あ
り
）

❷
受
診
者
名
、受
診
日
が
記
載
さ
れ
、

人
間
ド
ッ
ク
受
診
を
証
明
で
き
る
領

収
書
❸
人
間
ド
ッ
ク
結
果
報
告
書
❹

保
険
証
❺
印
鑑
❻
通
帳
な
ど
振
込
先

口
座
が
分
か
る
も
の

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
国
民

健
康
保
険
係
（
☎
内
線
161
）

後期高齢者
　　  医療制度

不
審
電
話
に

　
　
　

 

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
市
役
所
や
社
会

保
険
事
務
所
の
職

員
な
ど
と
名
乗
り

「
医
療
費
の
還
付

を
す
る
」
と
い
っ

て
口
座
番
号
を
聞

き
出
し
た
り
、
銀

行
等
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
で

振
り
込
み
額
を
確
認
す
る
よ
う
促
す

不
審
な
電
話
や
訪
問
の
事
例
が
相
次

い
で
い
ま
す
。

　
市
で
は
手
続
き
を
し
て
い
な
い
人

に
口
座
番
号
を
聞
く
こ
と
や
、
銀
行

等
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
き
操
作
を
お
願
い

す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
電
話
や
訪
問
が
あ
っ

た
ら
健
康
課
（
☎
内
線
163
）
ま
た
は

加
茂
警
察
署
（
☎
52

－

０
１
１
０
）

へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

医
療
費
の

　
　
お
知
ら
せ

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
皆

さ
ん
が
、
病
気
な
ど
で
医
療
機
関
等

を
受
診
し
た
場
合
の
医
療
費
を
知
っ

て
い
た
だ
く
た
め
、
年
４
回
「
医
療

費
の
お
知
ら
せ
」
を
行
い
ま
す
。

　
内
容
は
❶
受
診
月
❷
受
診
者
氏
名

❸
医
療
機
関
等
の
名
称
❹
医
科
（
入

院
・
通
院
）・
歯
科
・
薬
局
等
の
別

❺
受
診
日
数
❻
医
療
費
の
総
額
等
で

す
。
ま
た
、
皆
さ
ん
が
医
療
機
関
等

の
窓
口
で
支
払
っ
た
額
（
患
者
負
担

額
）
は
「
医
療
費
の
総
額
」
の
う
ち

次
の
割
合
か
ら
医
療
費
助
成
等
を
差

し
引
い
た
額
で
す
。

▼
就
学
前
　
２
割
負
担

▼
高
齢
受
給
者
（
70
〜
74
歳
）　
１

割
ま
た
は
２
割
負
担

※

一
定
以
上
所
得
者
は
３
割
負
担

▼
そ
の
他
の
被
保
険
者
　
３
割
負
担

　「
医
療
費
の
総
額
」
か
ら
「
患
者

負
担
額
」
を
差
し
引
い
た
残
り
は
皆

さ
ん
が
納
め
た
保
険
税
や
、
国
か
ら

の
負
担
金
な
ど
で
ま
か
な
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

加
入
者
に
は
、
新
潟
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
か
ら
、
年
３
回
（
７
、

11
、
３
月
）「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　
日
ご
ろ
か
ら
自
分
の
健
康
管
理
に

は
十
分
注
意
し
、
医
療
費
を
有
効
に

使
う
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

通知月 診療月
７月 １～３月

10月 ４～６月

１月 ７～９月

４月 10～12月

医療費お知らせ

非
自
発
的
失
業
者
に
係
る
国

民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置

　
倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど
の

非
自
発
的
な
失
業
の
た
め
社
会
保
険

を
脱
退
し
、
国
保
に
加
入
し
た
人
の

国
保
税
を
軽
減
し
ま
す
。

対
象
者
　
対
象
と
な
る
の
は
次
の
す

べ
て
の
条
件
を
満
た
す
人
。

・
失
業
時
点
で
65
歳
未
満
の
人

・
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
者
）

ま
た
は
特
定
理
由
離
職
者
（
雇
い

止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
者
）
で
あ

る
人
。

※

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
第
１

面
「
12
　
離
職
理
由
」
欄
に
記
載
の

離
職
理
由
コ
ー
ド
が
11
、
12
、
21
、

22
、
31
、
32
、
23
、
33
、
34
の
人
が

該
当
し
ま
す
。

軽
減
内
容
　
国
民
健
康
保
険
税
の
所

得
割
を
算
定
す
る
際
に
、
非
自
発
的

失
業
者
の
前
年
の
給
与
所
得
を
30
／

100
と
し
て
算
定
し
ま
す
。

軽
減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日
の
属
す

る
月
か
ら
、
そ
の
月
の
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
末
ま
で
。

申
請
方
法
　
国
民
健
康
保
険
証
と
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
原
本
を
持

参
し
、
健
康
課
窓
口
に
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

（今年のみ12～３月）
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課
で
申
請
し
、
交
付
さ
れ
た
認
定

証
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と

で
、
医
療
機
関
で
の
負
担
が
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
複
数
の
医
療
機
関
へ
の

支
払
い
で
自
己
負
担
限
度
額
を
超

え
る
場
合
は
、
い
っ
た
ん
３
割
分

を
支
払
い
、
後
か
ら
申
請
し
て
い

た
だ
く
こ
と
で
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
70
歳
以
上
は
８
月
か
ら
限
度
額

が
変
更

　
70
歳
以
上
75
歳
未
満
は
、
個
人

単
位（
外
来
の
み
）と
世
帯
単
位（
外

来
・
入
院
）
で
そ
れ
ぞ
れ
自
己
負

担
限
度
額
（
表
２
）
が
設
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
一
般
世
帯
は「
保
険
証
」だ
け
を
、

現
役
並
み
所
得
者
の
う
ち
現
役
区

分
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
人
は
「
保
険

証
と
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
、

低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
人
は

「
保
険
証
と
減
額
認
定
証
」
を
、
そ

れ
ぞ
れ
提
示
す
る
こ
と
で
医
療
機

関
で
の
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
と

な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
月
の
途
中
で
75
歳
の
誕
生

日
を
迎
え
て
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
に
な
る
人
は
、
同
一
月

で
そ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
医
療
保

険
制
度
（
国
保
な
ど
）
と
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
そ
れ
ぞ
れ
で
限
度
額

を
負
担
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
特
例
と
し
て
75
歳
に
到

達
し
た
月
は
、
移
行
前
後
の
医
療
保

険
制
度
で
限
度
額
が
そ
れ
ぞ
れ
本
来

の
額
の
２
分
の
１
に
な
り
ま
す
（
１

日
生
ま
れ
を
除
く
）。

　■
食
事
の
減
額
認
定
証

　
入
院
時
の
食
事
負
担
額
は
１
食 

460
円
で
す
が
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

で
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
を
お
持
ち
の
人
は
、
１

食
210
円
（
過
去
12
か
月
の
入
院
日
数

が
90
日
を
超
え
る
長
期
入
院
の
場
合

は
160
円
、
70
歳
以
上
の
人
で
所
得
が

０
円
と
な
る
世
帯
の
人
は 

100
円
）

に
減
額
さ
れ
ま
す
。

■
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

　
現
在
お
持
ち
の
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」
お
よ
び
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　
引
き
続
き
必
要
と
思
わ
れ
る
人

や
、
新
た
に
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
人
は
、
健
康
課
国
民
健
康
保

険
係
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
限
度
額
適
用
認
定
証

対
象
者
　
70
歳
未
満
で
医
療
機
関

で
の
負
担
が
限
度
額
を
超
え
る
人
、

70
歳
以
上
で
現
役
並
み
所
得
者
（
３

割
負
担
）
の
現
役
区
分
Ⅰ
・
Ⅱ
の
人

手
続
き
に
必
要
な
も
の
　
保
険
証
、

現
在
お
持
ち
の
認
定
証
（
更
新
の

場
合
）

・
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証

対
象
者
　
住
民
税
非
課
税
世
帯
に

属
す
る
人

手
続
き
に
必
要
な
も
の
　
保
険
証
、

現
在
お
持
ち
の
認
定
証
（
更
新
の
場

合
）、
長
期
入
院
該
当
者
は
90
日
を

超
え
る
入
院
を
証
明
で
き
る
も
の

（
領
収
書
な
ど
）

国民健康保険
 人間ドックの助成

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
に
人
間

ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い

ま
す
。

対
　
象
　
受
診
日
に
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
30
歳
か
ら
74
歳
の

人
で
、
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し

て
い
な
い
世
帯
に
属
す
る
人

助
成
金
額
　
２
万
５
千
200
円

助
成
方
法
　
❶
市
と
契
約
し
て
い
る

健
診
機
関
（
人
間
ド
ッ
ク
意
向
調
査

票
に
記
載
）
で
受
診
し
た
場
合
は
、

人
間
ド
ッ
ク
費
用
と
助
成
金
額
の
差

額
を
健
診
機
関
の
窓
口
で
支
払
っ
て

く
だ
さ
い
。

❷
市
と
契
約
し
て
い
な
い
健
診
機
関

で
受
診
し
た
場
合
は
、
人
間
ド
ッ
ク

費
用
を
全
額
支
払
い
、
後
日
、
助
成

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

助
成
申
請
に
必
要
な
も
の

❶
申
請
書
（
健
康
課
窓
口
に
あ
り
）

❷
受
診
者
名
、受
診
日
が
記
載
さ
れ
、

人
間
ド
ッ
ク
受
診
を
証
明
で
き
る
領

収
書
❸
人
間
ド
ッ
ク
結
果
報
告
書
❹

保
険
証
❺
印
鑑
❻
通
帳
な
ど
振
込
先

口
座
が
分
か
る
も
の

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
国
民

健
康
保
険
係
（
☎
内
線
161
）

外来（個人） 外来＋入院（世帯）
Ⅲ　課税所得
690万円以上
Ⅱ　課税所得
380万円以上
Ⅰ　課税所得
145万円以上

 18,000円（年間上限
144,000円）

57,600円（４回目以降
は44,400円）

24,600円

15,000円

表２　　70歳以上75歳未満（月額）　※太枠部分は８月からの額
区　分

8,000円

現
役
並
み
所
得
者

252,600円＋（総医療費－842,000円）×１％
（４回目以降は140,100円）
167,400円＋（総医療費－558,000円）×１％
（４回目以降は93,000円）
 80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％
（４回目以降は44,400円）

一　　般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

460円
90日までの入院 210円
90日超の入院（過去12か月
の入院日数） 160円

100円

入院時食事代　標準負担額（１食当たり）
一般（下記以外の人）
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ（70歳以
上）
低所得者Ⅰ（70歳以上）
※住民税非課税世帯（低所得者Ⅰ、Ⅱ）の人は「限度額適用・標準負
担額減額認定証」が必要です。健康課の窓口にお申し出ください。

70歳以上75歳未満の所得区分
❶現役並み所得者（３割負担）
　同一世帯に住民税課税所得が 145 万
円以上の 70 歳以上 75 歳未満の国保被
保険者がいる人。
　ただし、70 歳以上 75 歳未満の国保
被保険者の収入合計が、２人以上で
520 万円未満、１人で 383 万円未満の
場合は、申請により２割負担（昭和
19年４月１日以前生まれは１割負担）
となります。
❷低所得者Ⅱ　同一世帯の世帯主およ
び国保被保険者が住民税非課税の人。
❸低所得者Ⅰ　世帯主および国保被保
険者が住民税非課税で、その世帯の各
所得が必要経費・控除（年金の所得は
控除額を 80 万円として計算）を差し
引いたときに０円となる人。

後発医薬品
ご存知ですか

国民健康保険税は忘れずに納付を

医療給付費分 後期高齢者支
援金分

介護納付金分
※１

所得割 ※２ 7.40% 2.10% 2.45%
資産割 ※３ 19.78% 7.80% ―
均等割 ※４ 29,400円 9,600円 13,420円
平等割 ※５ 20,600円 5,400円 ―
賦課限度額 580,000円 190,000円 160,000円

平成30年度　加茂市国民健康保険税率

　世帯主に対して課税し、年度途中での加入・脱退は月割り
で計算します。
※１　40～64歳のみ。※２　前年所得から33万円を控除した
基礎額に割合を乗じ算出。※３　今年度固定資産税額に割合
を乗じ算出。※４　１人当たり※５　１世帯当たり

　
平
成
29
年
度
の
加
茂
市
の
国
保
加

入
者
１
人
当
た
り
の
年
間
国
保
税

（
医
療
分
＋
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
）
は
８
万
４
千
296
円
、
１
世
帯
当

た
り
で
は
13
万
６
千
798
円
と
な
り
ま

し
た
。

　
こ
れ
は
前
年
度
に
比
べ
、
１
人
当

た
り
で
は
1.8
％
の
増
加
、
１
世
帯
当

た
り
で
は
0.3
％
の
減
少
で
し
た
。

　
一
方
、
１
人
当
た
り
の
年
間
医
療

費
は
37
万
７
千
301
円
と
な
り
、
内
訳

を
み
る
と
国
保
一
般
が
37
万
６
千
19

円
で
前
年
度
に
比
べ
2.8
％
の
増
加
、

退
職
が
43
万
416
円
で
前
年
度
比
43
・

８
％
の
増
加
と
な
り
ま
し
た
。

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
収
支

状
況
の
支
出
で
は
全
体
の
96
％
、
約

34
億
１
千
400
万
円
が
皆
さ
ん
の
医
療

費
な
ど
の
支
出
に
充
て
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
を
賄
う
収
入
は
皆

さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
国
保
税

や
国
か
ら
の
負
担
金
、
社
会
保
険
診

療
報
酬
支
払
基
金
か
ら
の
交
付
金
や

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
な
ど
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
国
保
特
別
会
計
は
平
成
15
年
度
か

ら
赤
字
が
続
い
て
お
り
、
29
年
度
は

１
億
３
千
900
万
円
余
り
の
赤
字
決
算

と
な
る
見
込
み
で
す
。

国
保
特
別
会
計

　15
年
連
続
で
赤
字

　
国
保
は
高
齢
者
の
加
入
割
合
が
高

く
（
60
歳
以
上
が
64
％
）、
医
療
費

の
増
加
や
国
保
税
の
負
担
能
力
な

ど
、
制
度
の
維
持
、
運
営
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　
医
療
費
を
大
切
に
す
る
た
め
に

も
、
み
ん
な
で
お
医
者
さ
ん
の
上
手

な
か
か
り
方
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

家
庭
医
を
持
つ

　
あ
な
た
の
病
歴
や
体
質
、
生
活
環

境
や
健
康
状
態
を
よ
く
知
っ
て
い
る

家
庭
医
を
持
つ
こ
と
は
、
病
気
の
治

療
に
た
い
へ
ん
役
立
ち
ま
す
。

早
期
発
見
・
早
期
治
療

　
ど
ん
な
病
気
も
早
期
発
見
・
早
期

治
療
が
大
切
で
す
。
ふ
だ
ん
と
様
子

が
違
っ
た
ら
、
早
め
に
受
診
し
ま

し
ょ
う
。

受
診
は
時
間
内
に

　
急
病
な
ど
特
別
な
場
合
の
ほ
か
は

時
間
外
や
休
日
の
受
診
は
避
け
る
よ

医
療
費
を

抑
え
る
た
め
に

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

ハ
シ
ゴ
受
診
を
し
な
い
　
お
医
者
さ

ん
を
次
々
と
替
え
る
人
が
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
同
じ
検
査
を
何
回
も
し

た
り
し
て
ム
ダ
な
ば
か
り
か
、
薬
が

重
な
っ
た
り
し
て
危
険
な
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
）
は
、
先
発
医
薬
品
（
新

薬
）
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
販
売
さ

れ
た
、
先
発
医
薬
品
と
同
じ
有
効
成

分
や
効
果
・
効
能
を
も
つ
安
価
な
医

薬
品
で
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
変
更

は
、
医
師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
、
薬

の
特
徴
や
医
療
費
に
つ
い
て
説
明
を

聞
い
て
判
断
し
ま
し
ょ
う
。

　
今
ま
で
の
薬
を
一
気
に
変
更
す
る

の
が
不
安
な
と
き
は
、
試
し
に
数
日

分
を
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
自
分
の
意
思
を
伝
え
る
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
は
、
健

康
課
の
窓
口
で
も
配
付
し
て
い
ま
す
。

　国民健康保険税は国保に加入している世帯員の分をまとめて
世帯主から納めていただきます。国保税は国保を運営するうえ
でとても大切な財源です。納期限までに納めるようご協力くだ
さい。納期は７月から翌年３月までの９回です。
納税は口座振替で　口座振替は１回の手続きで確実に納税でき
ます。依頼書は市内の金融機関（郵便局を含む）と税務課、市
民サービスセンターの窓口にあります。
　25日までの申し込みで翌月納期分から口座振替納税できます。
納税はいつから　他の市町村から転入してきたときや職場の健
康保険などをやめたときなど、国保の資格を得た月の分から納
めていただきます。届け出たときからではありませんので、ご
注意ください。
　また、国保に加入している世帯主および世帯全員が65歳以上
75歳未満の世帯は、原則として年金からの天引による特別徴収
によって納めていただきます。

歳　出（単位：千円）
総務費
保険給付金
後期高齢者支援金
介護納付金
共同事業拠出金
その他
前年度繰上充用金
　　　　計

    68, 992
2, 015, 394
   355, 695
   137, 470
   668, 890
    64, 054
  235, 379
3, 545, 874

歳　入（単位：千円）
国民健康保険税
国庫支出金
療養給付費交付金
前期高齢者交付金
繰入金
繰越金
その他
　　　　計

   560, 046
  712, 657
    73, 352
   902, 376
  290, 410
           0
  867, 171
3, 406, 012
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課
で
申
請
し
、
交
付
さ
れ
た
認
定

証
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と

で
、
医
療
機
関
で
の
負
担
が
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
複
数
の
医
療
機
関
へ
の

支
払
い
で
自
己
負
担
限
度
額
を
超

え
る
場
合
は
、
い
っ
た
ん
３
割
分

を
支
払
い
、
後
か
ら
申
請
し
て
い

た
だ
く
こ
と
で
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
70
歳
以
上
は
８
月
か
ら
限
度
額

が
変
更

　
70
歳
以
上
75
歳
未
満
は
、
個
人

単
位（
外
来
の
み
）と
世
帯
単
位（
外

来
・
入
院
）
で
そ
れ
ぞ
れ
自
己
負

担
限
度
額
（
表
２
）
が
設
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
一
般
世
帯
は「
保
険
証
」だ
け
を
、

現
役
並
み
所
得
者
の
う
ち
現
役
区

分
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
人
は
「
保
険

証
と
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
、

低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
人
は

「
保
険
証
と
減
額
認
定
証
」
を
、
そ

れ
ぞ
れ
提
示
す
る
こ
と
で
医
療
機

関
で
の
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
と

な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
月
の
途
中
で
75
歳
の
誕
生

日
を
迎
え
て
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
に
な
る
人
は
、
同
一
月

で
そ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
医
療
保

険
制
度
（
国
保
な
ど
）
と
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
そ
れ
ぞ
れ
で
限
度
額

を
負
担
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
特
例
と
し
て
75
歳
に
到

達
し
た
月
は
、
移
行
前
後
の
医
療
保

険
制
度
で
限
度
額
が
そ
れ
ぞ
れ
本
来

の
額
の
２
分
の
１
に
な
り
ま
す
（
１

日
生
ま
れ
を
除
く
）。

　■
食
事
の
減
額
認
定
証

　
入
院
時
の
食
事
負
担
額
は
１
食 

460
円
で
す
が
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

で
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
を
お
持
ち
の
人
は
、
１

食
210
円
（
過
去
12
か
月
の
入
院
日
数

が
90
日
を
超
え
る
長
期
入
院
の
場
合

は
160
円
、
70
歳
以
上
の
人
で
所
得
が

０
円
と
な
る
世
帯
の
人
は 

100
円
）

に
減
額
さ
れ
ま
す
。

■
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

　
現
在
お
持
ち
の
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」
お
よ
び
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　
引
き
続
き
必
要
と
思
わ
れ
る
人

や
、
新
た
に
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
人
は
、
健
康
課
国
民
健
康
保

険
係
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
限
度
額
適
用
認
定
証

対
象
者
　
70
歳
未
満
で
医
療
機
関

で
の
負
担
が
限
度
額
を
超
え
る
人
、

70
歳
以
上
で
現
役
並
み
所
得
者
（
３

割
負
担
）
の
現
役
区
分
Ⅰ
・
Ⅱ
の
人

手
続
き
に
必
要
な
も
の
　
保
険
証
、

現
在
お
持
ち
の
認
定
証
（
更
新
の

場
合
）

・
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証

対
象
者
　
住
民
税
非
課
税
世
帯
に

属
す
る
人

手
続
き
に
必
要
な
も
の
　
保
険
証
、

現
在
お
持
ち
の
認
定
証
（
更
新
の
場

合
）、
長
期
入
院
該
当
者
は
90
日
を

超
え
る
入
院
を
証
明
で
き
る
も
の

（
領
収
書
な
ど
）

国民健康保険
 人間ドックの助成

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
に
人
間

ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い

ま
す
。

対
　
象
　
受
診
日
に
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
30
歳
か
ら
74
歳
の

人
で
、
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し

て
い
な
い
世
帯
に
属
す
る
人

助
成
金
額
　
２
万
５
千
200
円

助
成
方
法
　
❶
市
と
契
約
し
て
い
る

健
診
機
関
（
人
間
ド
ッ
ク
意
向
調
査

票
に
記
載
）
で
受
診
し
た
場
合
は
、

人
間
ド
ッ
ク
費
用
と
助
成
金
額
の
差

額
を
健
診
機
関
の
窓
口
で
支
払
っ
て

く
だ
さ
い
。

❷
市
と
契
約
し
て
い
な
い
健
診
機
関

で
受
診
し
た
場
合
は
、
人
間
ド
ッ
ク

費
用
を
全
額
支
払
い
、
後
日
、
助
成

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

助
成
申
請
に
必
要
な
も
の

❶
申
請
書
（
健
康
課
窓
口
に
あ
り
）

❷
受
診
者
名
、受
診
日
が
記
載
さ
れ
、

人
間
ド
ッ
ク
受
診
を
証
明
で
き
る
領

収
書
❸
人
間
ド
ッ
ク
結
果
報
告
書
❹

保
険
証
❺
印
鑑
❻
通
帳
な
ど
振
込
先

口
座
が
分
か
る
も
の

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
国
民

健
康
保
険
係
（
☎
内
線
161
）

外来（個人） 外来＋入院（世帯）
Ⅲ　課税所得
690万円以上
Ⅱ　課税所得
380万円以上
Ⅰ　課税所得
145万円以上

 18,000円（年間上限
144,000円）

57,600円（４回目以降
は44,400円）

24,600円

15,000円

表２　　70歳以上75歳未満（月額）　※太枠部分は８月からの額
区　分

8,000円

現
役
並
み
所
得
者

252,600円＋（総医療費－842,000円）×１％
（４回目以降は140,100円）
167,400円＋（総医療費－558,000円）×１％
（４回目以降は93,000円）
 80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％
（４回目以降は44,400円）

一　　般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

460円
90日までの入院 210円
90日超の入院（過去12か月
の入院日数） 160円

100円

入院時食事代　標準負担額（１食当たり）
一般（下記以外の人）
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ（70歳以
上）
低所得者Ⅰ（70歳以上）
※住民税非課税世帯（低所得者Ⅰ、Ⅱ）の人は「限度額適用・標準負
担額減額認定証」が必要です。健康課の窓口にお申し出ください。

70歳以上75歳未満の所得区分
❶現役並み所得者（３割負担）
　同一世帯に住民税課税所得が 145 万
円以上の 70 歳以上 75 歳未満の国保被
保険者がいる人。
　ただし、70 歳以上 75 歳未満の国保
被保険者の収入合計が、２人以上で
520 万円未満、１人で 383 万円未満の
場合は、申請により２割負担（昭和
19年４月１日以前生まれは１割負担）
となります。
❷低所得者Ⅱ　同一世帯の世帯主およ
び国保被保険者が住民税非課税の人。
❸低所得者Ⅰ　世帯主および国保被保
険者が住民税非課税で、その世帯の各
所得が必要経費・控除（年金の所得は
控除額を 80 万円として計算）を差し
引いたときに０円となる人。

後発医薬品
ご存知ですか

国民健康保険税は忘れずに納付を

医療給付費分 後期高齢者支
援金分

介護納付金分
※１

所得割 ※２ 7.40% 2.10% 2.45%
資産割 ※３ 19.78% 7.80% ―
均等割 ※４ 29,400円 9,600円 13,420円
平等割 ※５ 20,600円 5,400円 ―
賦課限度額 580,000円 190,000円 160,000円

平成30年度　加茂市国民健康保険税率

　世帯主に対して課税し、年度途中での加入・脱退は月割り
で計算します。
※１　40～64歳のみ。※２　前年所得から33万円を控除した
基礎額に割合を乗じ算出。※３　今年度固定資産税額に割合
を乗じ算出。※４　１人当たり※５　１世帯当たり

　
平
成
29
年
度
の
加
茂
市
の
国
保
加

入
者
１
人
当
た
り
の
年
間
国
保
税

（
医
療
分
＋
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
）
は
８
万
４
千
296
円
、
１
世
帯
当

た
り
で
は
13
万
６
千
798
円
と
な
り
ま

し
た
。

　
こ
れ
は
前
年
度
に
比
べ
、
１
人
当

た
り
で
は
1.8
％
の
増
加
、
１
世
帯
当

た
り
で
は
0.3
％
の
減
少
で
し
た
。

　
一
方
、
１
人
当
た
り
の
年
間
医
療

費
は
37
万
７
千
301
円
と
な
り
、
内
訳

を
み
る
と
国
保
一
般
が
37
万
６
千
19

円
で
前
年
度
に
比
べ
2.8
％
の
増
加
、

退
職
が
43
万
416
円
で
前
年
度
比
43
・

８
％
の
増
加
と
な
り
ま
し
た
。

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
収
支

状
況
の
支
出
で
は
全
体
の
96
％
、
約

34
億
１
千
400
万
円
が
皆
さ
ん
の
医
療

費
な
ど
の
支
出
に
充
て
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
を
賄
う
収
入
は
皆

さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
国
保
税

や
国
か
ら
の
負
担
金
、
社
会
保
険
診

療
報
酬
支
払
基
金
か
ら
の
交
付
金
や

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
な
ど
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
国
保
特
別
会
計
は
平
成
15
年
度
か

ら
赤
字
が
続
い
て
お
り
、
29
年
度
は

１
億
３
千
900
万
円
余
り
の
赤
字
決
算

と
な
る
見
込
み
で
す
。

国
保
特
別
会
計

　15
年
連
続
で
赤
字

　
国
保
は
高
齢
者
の
加
入
割
合
が
高

く
（
60
歳
以
上
が
64
％
）、
医
療
費

の
増
加
や
国
保
税
の
負
担
能
力
な

ど
、
制
度
の
維
持
、
運
営
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　
医
療
費
を
大
切
に
す
る
た
め
に

も
、
み
ん
な
で
お
医
者
さ
ん
の
上
手

な
か
か
り
方
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

家
庭
医
を
持
つ

　
あ
な
た
の
病
歴
や
体
質
、
生
活
環

境
や
健
康
状
態
を
よ
く
知
っ
て
い
る

家
庭
医
を
持
つ
こ
と
は
、
病
気
の
治

療
に
た
い
へ
ん
役
立
ち
ま
す
。

早
期
発
見
・
早
期
治
療

　
ど
ん
な
病
気
も
早
期
発
見
・
早
期

治
療
が
大
切
で
す
。
ふ
だ
ん
と
様
子

が
違
っ
た
ら
、
早
め
に
受
診
し
ま

し
ょ
う
。

受
診
は
時
間
内
に

　
急
病
な
ど
特
別
な
場
合
の
ほ
か
は

時
間
外
や
休
日
の
受
診
は
避
け
る
よ

医
療
費
を

抑
え
る
た
め
に

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

ハ
シ
ゴ
受
診
を
し
な
い
　
お
医
者
さ

ん
を
次
々
と
替
え
る
人
が
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
同
じ
検
査
を
何
回
も
し

た
り
し
て
ム
ダ
な
ば
か
り
か
、
薬
が

重
な
っ
た
り
し
て
危
険
な
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
）
は
、
先
発
医
薬
品
（
新

薬
）
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
販
売
さ

れ
た
、
先
発
医
薬
品
と
同
じ
有
効
成

分
や
効
果
・
効
能
を
も
つ
安
価
な
医

薬
品
で
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
変
更

は
、
医
師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
、
薬

の
特
徴
や
医
療
費
に
つ
い
て
説
明
を

聞
い
て
判
断
し
ま
し
ょ
う
。

　
今
ま
で
の
薬
を
一
気
に
変
更
す
る

の
が
不
安
な
と
き
は
、
試
し
に
数
日

分
を
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
自
分
の
意
思
を
伝
え
る
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
は
、
健

康
課
の
窓
口
で
も
配
付
し
て
い
ま
す
。

　国民健康保険税は国保に加入している世帯員の分をまとめて
世帯主から納めていただきます。国保税は国保を運営するうえ
でとても大切な財源です。納期限までに納めるようご協力くだ
さい。納期は７月から翌年３月までの９回です。
納税は口座振替で　口座振替は１回の手続きで確実に納税でき
ます。依頼書は市内の金融機関（郵便局を含む）と税務課、市
民サービスセンターの窓口にあります。
　25日までの申し込みで翌月納期分から口座振替納税できます。
納税はいつから　他の市町村から転入してきたときや職場の健
康保険などをやめたときなど、国保の資格を得た月の分から納
めていただきます。届け出たときからではありませんので、ご
注意ください。
　また、国保に加入している世帯主および世帯全員が65歳以上
75歳未満の世帯は、原則として年金からの天引による特別徴収
によって納めていただきます。

歳　出（単位：千円）
総務費
保険給付金
後期高齢者支援金
介護納付金
共同事業拠出金
その他
前年度繰上充用金
　　　　計

    68, 992
2, 015, 394
   355, 695
   137, 470
   668, 890
    64, 054
  235, 379
3, 545, 874

歳　入（単位：千円）
国民健康保険税
国庫支出金
療養給付費交付金
前期高齢者交付金
繰入金
繰越金
その他
　　　　計

   560, 046
  712, 657
    73, 352
   902, 376
  290, 410
           0
  867, 171
3, 406, 012



（7） （4）広報かも No.919   30.  7.  15広報かも No.919   30.  7.  15

高
額
療
養
費
に
つ
い
て

国保からのお知らせ
　国民健康保険（国保）は、病気やけがのときに安心して受診できるように、日ごろから収入に応じ
てお金（国保税）を出し合い、みんなで助け合う制度です。国保は医療保険のひとつとして新潟県が
主体となり運営し、職場の健康保険に加入している人とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入し
ている人、生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国保に加入します。

保険証 ８月から
　　ベージュ色

　
国
保
の
保
険
証
（
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
）
を
８
月
に
更
新
し
ま

す
。
新
し
い
保
険
証
は
「
ベ
ー
ジ
ュ

色
」
で
す
。

　
世
帯
の
分
を
ま
と
め
て
世
帯
主
宛

て
に
郵
送
し
ま
す
の
で
内
容
を
確
認

し
て
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
資
格
が
な
く
な
っ
た
ら
届
け
出
を

　
職
場
の
保
険
に
加
入
し
た
と
き
や

他
の
市
町
村
へ
転
出
す
る
場
合
は
、

必
ず
届
け
出
て
保
険
証
を
返
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
学
生
の
場
合

　
市
外
に
住
所
を
移
し
て
い
る
学
生

は
特
例
で
加
茂
市
か
ら
国
保
の
保
険

証
を
交
付
し
ま
す
。

　
在
学
証
明
書
か
学
生
証
の
写
し
を

添
付
し
、
市
民
課
の
窓
口
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

■
保
険
証
の
有
効
期
限
　
通
常
、
保

険
証
の
有
効
期
限
は
毎
年
７
月
31
日

で
す
が
、
次
の
場
合
は
有
効
期
限
が

別
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
退
職
者
医
療
対
象
者
は
64
歳
ま
で

　
退
職
者
医
療
制
度
に
該
当
し
て
い

る
人
と
そ
の
被
扶
養
者
で
、
65
歳
に

な
る
人
の
保
険
証
は
、
有
効
期
限
が

誕
生
月
の
月
末
ま
で
で
す
。

　
対
象
者
に
は
、
有
効
期
限
が
切
れ

る
前
に
一
般
の
保
険
証
を
お
届
け
し

ま
す
。

▼
70
歳
に
な
る
人
に
は
兼
高
齢
受
給

者
証

　
新
た
に
70
歳
に
な
る
人
の
保
険
証

は
、
有
効
期
限
が
誕
生
月
の
月
末

（
１
日
生
ま
れ
の
人
は
前
月
末
）
ま

で
で
す
。

　
対
象
者
に
は
、
有
効
期
限
が
切
れ

る
前
に
一
部
負
担
金
の
割
合
が
記
載

さ
れ
た
新
し
い
保
険
証
（
兼
高
齢
受

給
者
証
）
を
お
届
け
し
ま
す
。

▼
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
後
期
高
齢

者
医
療
制
度

　
新
た
に
75
歳
に
達
す
る
人
の
保
険

証
の
有
効
期
限
は
誕
生
日
の
前
日
ま

で
で
す
。

　
75
歳
に
な
る
と
「
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
」
に
加
入
す
る
の
で
、
75
歳

の
誕
生
日
ま
で
に
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
保
険
証
を
お
届
け
し
ま
す
。

■
70
歳
未
満
の
高
額
療
養
費

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
の
医
療

費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
に
、
一
つ

の
医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支
払
い

は
、
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度

額
（
表
１
）
ま
で
で
済
む
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
高
額
療
養
費
の
限
度
額
は
所
得
に

よ
っ
て
複
数
の
区
分
が
あ
り
ま
す

が
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
そ
の
区
分

に
応
じ
た
限
度
額
を
適
用
さ
せ
る
た

め
に
は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
が

必
要
で
す
。

　
入
院
や
通
院
で
自
己
負
担
が
高
額

に
な
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
健
康

問い合わせ　健康課国民健康保険係（☎52－0080 内線 163）問い合わせ　健康課国民健康保険係（☎52－0080 内線 163）

状　況 持ってくるもの
他市町村から転入してきた 転出証明書
退職や認定取消などで他の健康
保険をやめた 健保などの資格等喪失連絡票

子どもが生まれた 母子健康手帳
生活保護を受けなくなった 保護廃止連絡票
他市町村へ転出する 保険証
他の健康保険に加入した 国保と健保などの保険証
死亡した 保険証
生活保護を受けた 保険証、保護開始連絡票
退職者医療制度に該当になった 年金証書、保険証
住所、世帯主、氏名などが変
わった 保険証

保険証をなくした 本人確認できるもの（代理人の
場合は郵送）

保険証の内容訂正または汚れた 保険証
修学のため他市町村へ行く 保険証、在学の証明書

こんなときは14日以内に市民課へ届け出ください

国
保
に
加
入

国
保
脱
退

そ
の
他

※届け出のときは、個人番号（マイナンバー）が分かる書類を持っ
てきてください。

上位所得世帯※2
総所得金額901万円以上

252,600円＋（総医療費－
842,000円）×１％ 140,100円

上位所得世帯
同600万円～901万円

167,400円＋（総医療費－
558,000円）×１％ 93,000円

一般世帯
同210万円～600万円

80,100円＋（総医療費－
267,000円）×１％ 44,400円

一般世帯　同210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

表１　　高額療養費　70歳未満（月額）
　　　　　　　  　回数
所得区分 ３回目まで ４回目

以降※1

※１　過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が４回以上
あった場合の４回目以降の限度額。
※２　所得の申告がない場合も上位所得世帯（総所得金額901万円以
上）とみなされます。総所得金額は「基礎控除後の総所得金額等」。

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
（
加
害

者
）
か
ら
受
け
た
傷
害
に
よ
る
医
療

費
は
、
原
則
と
し
て
加
害
者
が
負
担

す
べ
き
も
の
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
負
担
（
弁
償
）
が

不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
遅
れ
た
り
す

る
場
合
に
は
、
国
保
や
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
保
険
証
を
使
っ
て
治
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
医
療
費
を
医
療
保
険

が
一
時
的
に
立
て
替
え
、
あ
と
か
ら

加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

　
保
険
証
を
使
い
交
通
事
故
な
ど
の

け
が
の
治
療
を
受
け
る
と
き
は
「
第

三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

■
届
け
出
の
際
の
注
意

・
加
害
者
の
住
所
、
氏
名
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
の
加
入
の
有
無

を
確
認
し
て
お
く
。

・
交
通
事
故
証
明
書
を
取
り
寄
せ
る
。

・
保
険
証
と
印
鑑
を
持
参
す
る
。

■
事
故
に
遭
っ
た
と
き
は

・
軽
い
け
が
だ
と
思
っ
て
も
、
必
ず

警
察
へ
届
け
る
。

・
免
許
証
、
車
検
証
、
保
険
証
な
ど

で
相
手
を
確
認
す
る
。

・
自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
を
控
え
る
。

・
示
談
を
す
る
前
に
健
康
課
国
民
健

康
保
険
係
へ
相
談
す
る
（
加
害
者
か

ら
治
療
費
を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談

を
済
ま
せ
る
と
保
険
証
は
使
え
ま
せ

ん
）。

交通事故に
 遭ったら届け出

保
険
証
は
８
月
か
ら
桃
色

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証

が
更
新
さ
れ
ま
す
。

　
８
月
か
ら
の
保
険
証
は
「
桃
色
」

で
、
個
人
宛
て
に
郵
送
し
ま
す
。

▼
後
期
高
齢
者
の
人
間
ド
ッ
ク
助
成

　
後
期
高
齢
者
の
人
間
ド
ッ
ク
費
用

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

対
　
象
　
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
人
間
ド

ッ
ク
を
受
診
し
た
人
で
、
受
診
時
に

後
期
高
齢
で
あ
る
人
。

助
成
金
額
　
１
万
円
（
上
限
）

助
成
申
請
に
必
要
な
も
の

❶
申
請
書
（
健
康
課
窓
口
に
あ
り
）

❷
受
診
者
名
、受
診
日
が
記
載
さ
れ
、

人
間
ド
ッ
ク
受
診
を
証
明
で
き
る
領

収
書
❸
人
間
ド
ッ
ク
結
果
報
告
書
❹

保
険
証
❺
印
鑑
❻
通
帳
な
ど
振
込
先

口
座
が
分
か
る
も
の

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
国
民

健
康
保
険
係
（
☎
内
線
161
）

後期高齢者
　　  医療制度

不
審
電
話
に

　
　
　

 

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
市
役
所
や
社
会

保
険
事
務
所
の
職

員
な
ど
と
名
乗
り

「
医
療
費
の
還
付

を
す
る
」
と
い
っ

て
口
座
番
号
を
聞

き
出
し
た
り
、
銀

行
等
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
で

振
り
込
み
額
を
確
認
す
る
よ
う
促
す

不
審
な
電
話
や
訪
問
の
事
例
が
相
次

い
で
い
ま
す
。

　
市
で
は
手
続
き
を
し
て
い
な
い
人

に
口
座
番
号
を
聞
く
こ
と
や
、
銀
行

等
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
き
操
作
を
お
願
い

す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
電
話
や
訪
問
が
あ
っ

た
ら
健
康
課
（
☎
内
線
163
）
ま
た
は

加
茂
警
察
署
（
☎
52

－

０
１
１
０
）

へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

医
療
費
の

　
　
お
知
ら
せ

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
皆

さ
ん
が
、
病
気
な
ど
で
医
療
機
関
等

を
受
診
し
た
場
合
の
医
療
費
を
知
っ

て
い
た
だ
く
た
め
、
年
４
回
「
医
療

費
の
お
知
ら
せ
」
を
行
い
ま
す
。

　
内
容
は
❶
受
診
月
❷
受
診
者
氏
名

❸
医
療
機
関
等
の
名
称
❹
医
科
（
入

院
・
通
院
）・
歯
科
・
薬
局
等
の
別

❺
受
診
日
数
❻
医
療
費
の
総
額
等
で

す
。
ま
た
、
皆
さ
ん
が
医
療
機
関
等

の
窓
口
で
支
払
っ
た
額
（
患
者
負
担

額
）
は
「
医
療
費
の
総
額
」
の
う
ち

次
の
割
合
か
ら
医
療
費
助
成
等
を
差

し
引
い
た
額
で
す
。

▼
就
学
前
　
２
割
負
担

▼
高
齢
受
給
者
（
70
〜
74
歳
）　
１

割
ま
た
は
２
割
負
担

※

一
定
以
上
所
得
者
は
３
割
負
担

▼
そ
の
他
の
被
保
険
者
　
３
割
負
担

　「
医
療
費
の
総
額
」
か
ら
「
患
者

負
担
額
」
を
差
し
引
い
た
残
り
は
皆

さ
ん
が
納
め
た
保
険
税
や
、
国
か
ら

の
負
担
金
な
ど
で
ま
か
な
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

加
入
者
に
は
、
新
潟
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
か
ら
、
年
３
回
（
７
、

11
、
３
月
）「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　
日
ご
ろ
か
ら
自
分
の
健
康
管
理
に

は
十
分
注
意
し
、
医
療
費
を
有
効
に

使
う
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

通知月 診療月
７月 １～３月

10月 ４～６月

１月 ７～９月

４月 10～12月

医療費お知らせ

非
自
発
的
失
業
者
に
係
る
国

民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置

　
倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど
の

非
自
発
的
な
失
業
の
た
め
社
会
保
険

を
脱
退
し
、
国
保
に
加
入
し
た
人
の

国
保
税
を
軽
減
し
ま
す
。

対
象
者
　
対
象
と
な
る
の
は
次
の
す

べ
て
の
条
件
を
満
た
す
人
。

・
失
業
時
点
で
65
歳
未
満
の
人

・
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
者
）

ま
た
は
特
定
理
由
離
職
者
（
雇
い

止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
者
）
で
あ

る
人
。

※

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
第
１

面
「
12
　
離
職
理
由
」
欄
に
記
載
の

離
職
理
由
コ
ー
ド
が
11
、
12
、
21
、

22
、
31
、
32
、
23
、
33
、
34
の
人
が

該
当
し
ま
す
。

軽
減
内
容
　
国
民
健
康
保
険
税
の
所

得
割
を
算
定
す
る
際
に
、
非
自
発
的

失
業
者
の
前
年
の
給
与
所
得
を
30
／

100
と
し
て
算
定
し
ま
す
。

軽
減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日
の
属
す

る
月
か
ら
、
そ
の
月
の
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
末
ま
で
。

申
請
方
法
　
国
民
健
康
保
険
証
と
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
原
本
を
持

参
し
、
健
康
課
窓
口
に
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

（今年のみ12～３月）
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サマージャンボ宝くじ
　8月 3日（金）まで発売中

県内で購入された宝くじの交付金は市町村に分配され、明るく住みよいまちづくりに使
われています。宝くじは市内で買いましょう！

　市では、住民サービスの向上と事務処理の効率化を図るために、コンピュータを導入し、
住民票や各種証明などを機械で処理しています。
　コンピュータ処理により生じる個人の権利利益の保護を目的とする、「加茂市電子計算機
処理に係る個人情報の保護に関する条例」に基づき、現在、市がどのような業務をコンピ
ュータで処理しているかを公表します。
　市民の皆さんは、コンピュータに入っている自分の情報を開示請求（住民記録や税情報など、ほかに閲覧や通知書な
どで知ることができるものは除く）により知ることができます。
　個人情報についての問い合わせは、企画財政課企画調整係（☎内線 314）へ。

業 務 の 名 称 主 管 課 主な記録項目

住 民 記 録
異動年月日、前住所、本籍、国民健康保険、後期高齢者医
療、介護保険、国民年金、児童手当、選挙、印鑑、住民票
コード、個人番号

国 民 年 金 年金種別、資格、拠出年金、福祉年金
選 挙 管 理 総 務 課 転出先住所、異動年月日、投票区、投票所
市 県 民 税 申告区分、所得、所得控除、税額
収 税 消 込 税目、年度、通知書番号、年税額、期別税額、納付年月日
軽 自 動 車 税 車種、標識番号、車台番号、排気量、取得日、廃車日、税額
固 定 資 産 税 ・
都 市 計 画 税

所在地、地目、地積、家屋構造、床面積、建築年、償却資
産、耐用年数、税額

口 座 振 替 金融機関コード、口座番号、口座名義人
国 民 健 康 保 険 税 所得、資産税額、被保険者数、軽減、異動年月日、税額
介 護 保 険 料 所得、市民税額、基礎年金番号、異動年月日、保険料
国民健康保険（給付） 資格
後 期 高 齢 者 医 療 資格
医 療 費 助 成 受給者に関する項目
住 民 健 康 管 理 検査年月日、検査結果、予防接種年月日・結果
児 童 手 当 被用区分、支給金額記録、口座番号、口座名義人

保 育 料 保育所名、保育実施、保育料、金融機関コード、口座番号、
口座名義人、税額

老 人 福 祉 敬老会対象者に関する項目
身 体 障 害 者 等 福 祉 障害種別、障害等級、障害福祉サービス受給者に関する項目
母 子 父 子 福 祉 所得額、支給金額記録、口座番号、口座名義人
生 活 保 護 受給者に関する項目

下水道負担金・使用料 下 水 道 課 所在地、地積、地目、負担金額、決定年度、使用料、汚水量、使用開始日付、金融機関コード、口座番号、口座名義人
社 会 教 育 関 係 公 民 館 成人式該当者に関する項目
学 校 教 育 関 係 学 校 教 育 課 就学児童・生徒に関する項目
農 地 台 帳 農業委員会事務局 地目別経営面積、借地・貸付地項目、農業者年金加入状況
生 産 調 整 推 進 対 策 農 林 課 生産調整に関する項目
債 権 者 登 録 金融機関コード、口座種別、口座番号、口座名義人
源 泉 徴 収 票 発 行 個人番号

水 道 料 金 計 算 水 道 局 使用水量、メーター口径、水道料金、金融機関コード、口座番号、口座名義人、納付年月日

公 営 住 宅 建 設 課 団地名、住宅番号、入居年月日、家賃、金融機関コード、口座番号、口座名義人

介 護 保 険 加茂市介護・看護支 援 セ ン タ ー 要介護度

犬 の 登 録 管 理 環 境 課
登録年度、登録番号、登録日付、所有者の住所、所有者氏
名、電話番号、犬の種類、犬の生年月日、毛色、犬の性別、
犬の名前、予防注射の実施記録

市 民 課

税 務 課

健 康 課

福 祉 事 務 所

会 計 課

コンピュータ処理による個人情報の記録項目

※このほか各業務には、住所、氏名、性別、生年月日などの基本的な項目が記録されています。

税 理 士 会
無料税務相談

日　時　８月１日（水）、22 日（水）の午前 10 時～正午　会　場　税理士会三条支部事務所（三条市旭町）
内　容　税金に関すること全般　予約・問い合わせ　前日までに税理士会三条支部（☎33－0380）

もうすぐ夏休み
子どもたちを
水の事故から守ろう

　
毎
年
夏
に
な
る
と
水
の
事
故
が
増

加
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
安
全
に

楽
し
く
夏
を
過
ご
せ
る
よ
う
、
事
故

防
止
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

水
難
事
故
を
防
止
す
る
ポ
イ
ン
ト

❶
幼
い
子
ど
も
か
ら
目
を
離
さ
な

い
。
子
ど
も
だ
け
で
水
辺
で
遊
ば
せ

な
い
。

❷
泳
ぐ
と
き
は
準
備
体
操
を
し
、
定

期
的
に
休
憩
を
と
る
。

❸
危
険
と
思
わ
れ
る
場
所
や
、
遊
泳

禁
止
区
域
で
は
泳
が
な
い
。

❹
で
き
る
だ
け
１
人
で
は
泳
が
な

い
。

河
川
の
水
難
事
故
防
止
に
つ
い
て

❶
１
人
で
遊
ば
ず
、
必
ず
複
数
で
遊

び
ま
し
ょ
う
。

❷
サ
ン
ダ
ル
は
脱
げ
や
す
い
か
ら
危

険
で
す
。

　
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ュ
ー
ズ
な
ど
、
濡

れ
て
も
脱
げ
に
く
い
靴
を
履
き
ま
し

ょ
う
。

❸
川
の
水
が
急
に
増
え
る
次
の
サ
イ

ン
に
注
意
す
る
。

▼
水
の
流
れ
て
く
る
方
向
の
空
に
黒

い
雲
が
見
え
る

▼
落
ち
葉
や
流
木
、
ゴ
ミ
が
流
れ
て

き
た

▼
雷
が
鳴
り
始
め
た

▼
雨
が
降
り
始
め
た

も
し
水
難
事
故
が
発
生
し
た
ら

❶
近
く
の
人
に
助
け
を
求
め
、
消
防

署
な
ど
に
救
助
を
要
請
し
ま
し
ょ
う
。

❷
泳
い
で
助
け
に
行
く
の
は
最
後
の

手
段
で
す
。

　
単
独
で
助
け
に
行
く
の
は
自
分
ま

で
お
ぼ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
の

で
、
背
が
立
つ
と
こ
ろ
以
外
の
場
所

で
は
不
用
意
に
飛
び
込
ま
ず
、
周
囲

の
人
と
協
力
し
、
浮
き
輪
や
竿
、
ロ

ー
プ
な
ど
を
使
っ
て
救
助
を
行
い
ま

し
ょ
う
。

も
し
も
に
備
え
て
救
命
講
習
受
講

　
消
防
署
で
は
、
救
命
講
習
受
講
の

申
し
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
も
し
も
の
場
合
に
迅
速
に
対
応
で

き
る
よ
う
、
救
命
講
習
を
受
講
し

て
、
応
急
手
当
の
技
術
を
習
得
し
ま

し
ょ
う
。

■
楽
し
く
花
火
を

す
る
た
め
に

　
花
火
の
と
き
は

次
の
こ
と
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

❶
子
ど
も
だ
け
で
の
花
火
は
危
険
で

す
。
大
人
が
し
っ
か
り
見
て
い
ま
し

ょ
う
。

❷
花
火
を
人
に
向
け
た
り
、
燃
え
や

す
い
物
の
近
く
で
の
花
火
は
や
め
る
。

❸
水
の
入
っ
た
バ
ケ
ツ
を
準
備
し
、

❶
調
理
中
は
、
そ
の
場
を
絶
対
離
れ

な
い
　

　
も
し
、
そ
の
場
を
離
れ
る
と
き
は

必
ず
火
を
消
し
て
く
だ
さ
い
。

❷
コ
ン
ロ
や
そ
の
周
囲
は
き
れ
い
に

　
油
汚
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く

と
、
コ
ン
ロ
の
火
が
燃
え
移
る
危
険

が
あ
り
ま
す
。

　
特
に
グ
リ
ル
内
に
肉
や
魚
の
油
が

た
ま
っ
た
ま
ま
で
は
危
険
で
す
。

　
コ
ン
ロ
や
そ
の
周
り
は
、
い
つ
も

　
調
理
の
と
き
に

欠
か
せ
な
い
「
コ

ン
ロ
」。

　
正
し
く
使
っ
て

コ
ン
ロ
火
災
を
防

ぎ
ま
し
ょ
う
。

き
れ
い
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。

❸
電
磁
調
理
器
も
「
絶
対
に
安
全
」

で
は
あ
り
ま
せ
ん

　
電
磁
調
理
器
（
Ｉ
Ｈ
）
コ
ン
ロ

は
、
火
を
使
わ
な
い
の
で
絶
対
に
安

全
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
誤
っ

た
使
い
方
や
対
応
機
器
以
外
の
調
理

器
具
を
使
う
と
、
火
災
が
起
こ
る
恐

れ
が
あ
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
加
茂
地
域
消
防
署
・

予
防
課
（
☎
52

－

１
７
７
０
）

日
　
時
　
８
月

11
日
（
土
・

祝
）
午
後
７
時

キ
ッ
ク
オ
フ

会
　
場
　
デ
ン

カ
ビ
ッ
グ
ス
ワ

ン
ス
タ
ジ
ア
ム

席
　
種
（
予

定
）
　
自
由
席

応
募
方
法
　
▼
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な

ど
の
場
合

　
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
（
下

図
）
か
ら
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

応
募
期
限
　
８
月
10
日
（
金
）

▼
往
復
は
が
き
の
場
合
　
往
信
用
裏

面
に
❶
住
所
❷
氏
名
❸
生
年
月
日
❹

電
話
番
号
❺
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
お

持
ち
の
人
）
❻
観
戦
希
望
試
合
（
栃

木
戦
）
と
チ
ケ
ッ
ト
の
希
望
枚
数

（
４
枚
ま
で
）
を
返
信
用
表
面
に
返

信
先
（
自
分
の
住
所
・
氏
名
）
を
記

入
し
郵
送
す
る
（
応
募
は
１
世
帯
に

つ
き
１
通
限
り
有
効
）
。

　
招
待
の
可
否
と
チ
ケ
ッ
ト
引
換
方

法
は
、
返
信
用
は
が
き
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
（
応
募
期
限
翌
週
に
郵
送
予

定
）
。

あ
て
先
　
〒
950

－

０
９
５
４
新
潟
市

中
央
区
美
咲
町
２

－

１

－

10
ア
ル
ビ

レ
ッ
ク
ス
新
潟
後
援
会
「
試
合
観
戦

ご
招
待
」
係

応
募
期
限
　
８
月
１
日
（
水
）
必
着

問
い
合
わ
せ
　
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟

後
援
会
（
☎
025

－

282

－

０
０
１
１
）

使
い
終
わ
っ
た
花
火
の
火
は
消
す
。

や
け
ど
を
し
た
場
合

❶
す
ぐ
に
患
部
に
水
道
水
を
か
け
、

10
分
〜
30
分
間
冷
や
し
ま
し
ょ
う
。

　
服
の
上
か
ら
や
け
ど
を
し
た
場
合

は
、
無
理
に
脱
が
さ
ず
直
接
水
を
か

け
ま
し
ょ
う
。

❷
病
院
へ
行
く
場
合
は
、
ガ
ー
ゼ
や

清
潔
な
タ
オ
ル
な
ど
で
患
部
を
包

み
、
何
も
塗
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
水
泡
が
あ
る
場
合
は
、
破

ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

❸
自
宅
で
処
置
で
き
る
軽
度
な
や
け

ど
は
消
毒
な
ど
を
行
い
、
痛
み
が
な

く
な
る
ま
で
包
帯
な
ど
の
上
か
ら
冷

や
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
　
加
茂
地
域
消
防
署

（
☎
52

－

１
７
７
０
）

あ
な
た
の
注
意
で
防
げ
る

　
　
　
　コ
ン
ロ
火
災

ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟

　
　
　
　
対
　
栃
木
Ｓ
Ｃ

加
茂
市
の
皆
様
　
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス

新
潟
の
試
合
に
無
料
ご
招
待

人口のうごき　 7 月１日現在
世　帯　　　　 10,276（－　4）
人　口　　　　 27,408（－28）
　男　　　　　 13,324（－ 6）
　女　　　　　 14,084（－22）
　　　（　）内は前月比　

　　　　（6月異動分）
出　生　13 （男　 7　女　 6）
死　亡　35（男　11   女　24）
転　出　44 　　  転　入　38

８
月
３
日 

司
法
書
士
の
日

　
　
　
各
事
務
所
で
無
料
相
談

不
動
産
の
相
続
や
売
買
、
登
記
、
会
社
の
登
記
、
借
金
に
関
す
る
こ
と
、
そ
の
他
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
な
ど
の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

日
時
・
会
場
　
８
月
３
日
（
金
）
に
県
内
各
司
法
書
士
事
務
所
の
営
業
時
間
内
に
実
施
。
　
問
い
合
わ
せ
　
県
司
法
書
士
会
（
☎
025

－

244

－

５
１
２
１
）
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な
が
い
き
ス
ト
リ
ー
ト
逸
品
フ
ェ

ア
で
ア
ー
ケ
ー
ド
に
掲
示
（
10
月
１

日
〜
11
月
４
日
）
す
る
川
柳
を
募
集

し
ま
す
。

　
句
題
は
「
な
が
い
き
」
で
す
。

　
秘
訣
や
希
望
な
ど
「
な
が
い
き
」

に
ま
つ
わ
る
言
葉
を
、
５
・
７
・

５
に
ま
と
め
て
応
募
し
て
く
だ
さ

い
。

応
募
方
法
　
１
人
２
句
以
内
。
は
が

き
裏
面
に
必
要
事
項
を
楷
書
で
記
入

し
、
ご
応
募
く
だ
さ
い
（
フ
ァ
ッ
ク

ス
、
持
参
も
可
）
。

必
要
事
項
　
投
稿
句
、
郵
便
番
号
、

住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
、
年

齢
、
電
話
番
号

申
し
込
み
　
８
月
19
日
（
日
）
ま
で

に
加
茂
市
商
店
街
協
同
組
合
（
〒

959

－
１
３
５
１
仲
町
１

－

34
、
☎

52
－

０
７
７
５
、
℻
53

－

３
４
３

４
）※

入
賞
者
に
は
加
茂
市
商
店
街

共
通
商
品
券
を
進
呈
。

し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
新
潟
県
福
祉
保
健

部
障
害
福
祉
課
地
域
生
活
支
援
係

（
☎
025

－

280

－

５
２
１
２
）

　
初
め
て
で
も
気
軽
に
楽
し
く
学
べ

る
手
話
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　
親
子
で
い
っ
し
ょ
に
参
加
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

日
　
時
　
８
月
８
日
（
水
）
午
前
10

時
〜
正
午

会
　
場
　
公
民
館
第
４
研
修
室

対
　
象
　
小
学
生
（
保
護
者
の
同
伴

が
必
須
）

定

　員
　
親
子
15
組
（
先
着
順
）

受
講
料
　
無
料

申
し
込
み
　
７
月
30
日
（
月
）
ま
で

に
新
潟
県
福
祉
保
健
部
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

読
も
う
語
ろ
う
イ
ギ
リ
ス
文
学

　
　「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
を
題
材
に

７
月
26
日
（
木
）
か
ら
市
立
図
書
館
の
英
文
学
講
座
で
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
を
始
め
ま
す
。
い
っ
し
ょ
に
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

開
催
日
　
第
２
・
４
木
曜
日
、
午
前
10
時
〜
正
午
　
講
　
師
　
戸
恒
三
恵
子
さ
ん
　
問
い
合
わ
せ
　
市
立
図
書
館
（
☎
53

－

３
５
０
０
）

　
カ
ラ
オ
ケ

大
会
一
般
部

門
で
は
40
人

（
組
）
程
度
、

加
茂
川
ブ

ル
ー
ス
・
加

茂
川
慕
情
全

国
大
会
部
門

で
は
各
15
人

程
度
を
募
集
し
ま
す
。

　
毎
年
行
わ
れ
る
加
茂
川
ブ
ル
ー

ス
・
加
茂
川
慕
情
全
国
大
会
に
は
、

県
内
各
地
か
ら
極
め
て
レ
ベ
ル
の
高

い
方
が
参
加
し
て
お
り
ま
す
。

　
今
大
会
に
も
多
数
の
皆
様
の
ご
応

募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日
　
時
　
10
月
８
日
（
月
・
祝
）
正

午
開
演

審
査
員
　
山
岸
之
起
先
生

出
場
料
　
１
人
４
千
円
（
申
し
込
み

時
に
納
入
）

出
場
資
格
　
▼
一
般
部
門
（
楽
曲
自

由
）　
16
歳
以
上
の
加
茂
市
・
田
上

町
在
住
、
ま
た
は
加
茂
市
に
通
勤
通

学
し
て
い
る
人
。

▼
加
茂
川
ブ
ル
ー
ス
・
加
茂
川
慕
情

全
国
大
会
部
門
　
16
歳
以
上
の
人

（
加
茂
市
以
外
の
人
で
も
可
）。

そ
の
他
　
加
茂
川
ブ
ル
ー
ス
・
加
茂

川
慕
情
の
Ｃ
Ｄ
や
テ
ー
プ
は
、
商
工

観
光
課
、
文
化
会
館
等
で
発
売
中
。

申
し
込
み
　
８
月
１
日（
水
）午
前
９

時
〜
31
日
（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に

文
化
会
館
（
☎
53

－

０
８
４
２
）
へ
。

※

定
員
に
な
り
し
だ
い
締
め
切
り

第
37
回
市
民
カ
ラ
オ
ケ
大
会

第
13
回
加
茂
川
ブ
ル
ー
ス
・
加
茂
川
慕
情

　
　
　
　
　
　全
国
大
会

　出
場
者
を
募
集

　
所
得
が
少
な
い
等
の
理
由
で
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
の

た
め
に
、
申
請
し
承
認
さ
れ
る
と
保

険
料
の
納
付
が
免
除
、
猶
予
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
免
除
制
度
　
全
額
免
除
と
一

部
納
付
（
４
分
の
１
、
半
額
、
４
分

の
３
納
付
）
の
制
度
。

納
付
猶
予
制
度
　
50
歳
未
満
が
対
象

の
納
付
猶
予
制
度
、
学
生
対
象
の
学

生
納
付
特
例
制
度
。

　
い
ず
れ
の
制
度
も
原
則
と
し
て
、

前
年
所
得
を
基
準
と
し
て
審
査
さ
れ

ま
す
が
、
退
職
（
失
業
）
等
の
理
由

で
承
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
承
認
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
た
め
に
必
要
な
資
格
要
件（
受

給
資
格
期
間
）に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
10
年
以
内
に
免
除
期
間

の
保
険
料
を
追
納
し
な
い
と
、
年
金

額
は
通
常
に
収
め
た
分
に
比
べ
減
額

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
納
付
猶
予
期
間

は
追
納
し
な
い
限
り
年
金
額
に
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
。

年
度
ご
と
に
申
請

　
免
除
制
度
の
承
認
期
間
は
７
月
〜

翌
年
６
月
ま
で
が
１
年
度
で
す
。
今

ま
で
免
除
申
請
を
行
い
、
引
き
続
き

７
月
以
降
も
免
除
を
希
望
す
る
人
は

再
度
手
続
き
が
必
要
で
す
（
年
金
事

務
所
か
ら
「
継
続
審
査
申
出
受
付
済

み
」
の
通
知
が
あ
っ
た
人
は
不
要
）。

　
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
失
業
中
の
人

は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

離
職
票
の
写
し
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
申
請
日
か
ら
２
年
１
か
月

前
の
月
分
ま
で
遡
及
し
て
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
経
済

的
に
困
難
に
な
っ
た
も
の
の
、
申
請

を
忘
れ
て
い
た
た
め
に
未
納
期
間
が

あ
る
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
国
民
年
金
係

（
☎
内
線
113
）

国
民
年
金

保
険
料
免
除
制
度

　
図
書
館
内
で
学
力
向
上
の
た
め
の

勉
強
を
す
る
方
々
の
た
め
、
夏
休
み

中
の
休
館
日
（
月
曜
日
等
）
を
開
館

し
ま
す
。

臨
時
開
館
日
　
７
月
23
日
（
月
）、

30
日
（
月
）、
８
月
６
日
（
月
）、

11
日
（
土
・
祝
）、
13
日
（
月
）、

20
日
（
月
）、
27
日
（
月
）

※

８
月
13
日
は
午
後
５
時
閉
館
。

開
館
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
６
時

利
用
で
き
る
場
所
　
１
階
閲
覧
室
と

２
階
学
習
室

※

学
生
、
生
徒
だ
け
で
な
く
、
一
般

の
人
も
利
用
で
き
ま
す
。
　

問
い
合
わ
せ
　
市
立
図
書
館
（
☎

53

－

３
５
０
０
）

市
立
図
書
館

夏
休
み
中
の

　
　
臨
時
開
館

夏休み親子講座
親子で
　学ぼう！手話

ながいき川柳
　句題「ながいき」

（http://w
w
w
.pref.ni

igata.lg.jp/fukushi/

）
か
ら
申
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職員採用試験を実施　平成 31年４月１日採用予定

　加茂市職員採用試験（第１回、第２回、第３回）を次のとおり行います。
　受験申込書（履歴書）は市役所総務課人事係に用意してあるほか、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。皆さんの応募をお待ちしております。
※申し込みは下記のいずれかの試験日程のうちの１試験職種に限ります。

【加茂市職員採用試験　第１回】

【加茂市職員採用試験　第 2回】

【加茂市職員採用試験　第 3回】

試  験  職  種 採用予定人数 受　　検　　資　　格

一般事務職（上級） 若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

昭和 63 年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人。

昭和 63 年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人。

昭和 63 年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人。

土木技術職、建築技術職（各上級）

調理員（学校または保育所におけ
る給食調理）

昭和 63 年４月２日以降に生まれた人で、調理師免許取得者または平
成 31 年３月 31 日までに免許取得見込みの人。

月 日 当番医 ☎
７／22（日） 監物小児科医院 ５２－０８００

29（日） いからし小児科アレルギークリニック ５３－２２５０

８／５（日） ながば耳鼻咽喉科医院 ５３－０７５１

11（土・祝） 堀内医院 ５２－０９５３

第１次試験　▼一般事務職、調理員…教養試験、適性試験、作文試験
　　　　　　▼土木技術職、建築技術職…教養試験、専門試験、適性試験、作文試験
試　験　日　９月２日（日）　試験会場　市役所
受 付 期 間   ８月 17 日（金）まで　※受付は土・日曜日、祝日を除く午前８時 30 分～午後５時 15 分
第２次試験　第１次試験合格者に対し、面接試験を行います。

試　　　験　面接試験　試験日　９月９日（日）　試験会場　市役所
受 付 期 間　８月 24 日（金）まで　※受付は土・日曜日、祝日を除く午前８時 30 分～午後５時 15 分

土木技術職（上級）
昭和34年４月２日から昭和63年４月１日までに生まれた人で、大学、
短期大学若しくは専門学校において土木に関する課程を修めて卒業した
人または平成31年３月31日までに当該課程を修めて卒業見込みの人。

土木技術職、建築技術職（各上級）

第１次試験　教養試験、専門試験、適性試験、作文試験
試　験　日　10月 21日（日）
試 験 会 場　市役所
受 付 期 間　10月５日（金）まで
※受付は土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５時15分
第２次試験　第１次試験合格者に対し、面接試験を行います。

提出先・問い合わせ　総務課人事係（☎内線333）
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・行政相談　　市役所相談室１　　9：00～11：30
・心配ごと相談
　　　　　　　市役所相談室４　　9：00～16：00
・古典文学の集い・万葉集
　　　　　　　　　市立図書館　10：00から
・公証法律相談（社会福祉協議会☎52－6667へ
　予約）　　　市役所相談室３　13：00～15：00

・温水プール休館日

28
㈯
先負

・子ども映画鑑賞会「おじゃる丸　銀河がマロを
　呼んでいる」　 　市立図書館　14：00から

・民俗資料館休館日
・公民館・市民体育館休館日
・七谷、中央、上条、下条、須田コミセン休館日

・読もう、語ろうイギリス文学
　　　　　　　　　市立図書館　10：00から
・読　書　会　　　市立図書館　13：30から

　休日当番医　ながば耳鼻咽喉科医院
 　　　　　　☎５３－０７５１ 　9：00～17：00
・総体　野球（中学生の部）
　　　　　　　七谷野球場ほか　 8：00から
・民俗資料館休館日

・心配ごと相談　上町コミセン　 9：00～12：00
・司法書士による無料法律相談（予約は前日まで
　に☎47－1882へ／司法書士会三条支部相談員：
　加藤笑さん）　上町コミセン　 9：00～12：00
・映画鑑賞会（一般）「独裁者」
　　　　　　　　　市立図書館　14：00から
・民俗資料館休館日

・チリメンモンスターをさがそう！（7／20～31
　に市立図書館☎53－3500へ要申し込み）
　 市立図書館　10：00～12：00、13：30～15：30

・心配ごと相談
　　　　　　　市役所相談室４　 9：00～16：00
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。

　休日当番医
　　いからし小児科アレルギークリニック
 　　　　　　☎５３－２２５０ 　9：00～17：00
・総体　野球（一般、壮年の部）
　　　　　　　七谷野球場ほか　 8：00から
　　　　水泳　　　市民プール　 8：30から
・民俗資料館休館日

・温水プール休館日

・民俗資料館休館日
・七谷、中央、上条、下条、須田コミセン休館日

7月・8月
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※発車時刻は混雑の度合いや進行状況により前後す
ることがありますのでご了承ください（満員になっ
た場合、時刻前でも発車します）。

問い合わせ　勤労者体育センター内社会体育係（☎
53－2206）

　　 臨時
　　 駐車場
発車
予定時刻

会　場　行 5:20 5:15 5:20 5:30 5:20 5:15 5:15

臨時駐車場
行

須
田

　
小
学
校

須
田

　
中
学
校
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茂
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所
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条
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育

セ
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タ

加
茂

美
人
の
湯

七
谷

　
中
学
校

ラジオ体操生放送終了後
6:50 ころ

ラジオ体操ポイントレッスン終了後
7:30 ころ

臨時駐車場からのシャトルバス時刻表 　
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